
地⽅公共団体実⾏計画（区域施策編）事例集

対策・施策の事例



官⺠連携の総合エネルギーサービス事業による地域活性化

2

事例番号 16-01-01 事例区分 対策・施策 施策分類*1 再エネの利⽤促進

部⾨・分野 産業部⾨、業務その他部⾨、家庭部⾨、エネルギー転換部⾨ ⼿法*2 その他（地⽅公共団体主導の事業展開）

コベネフィット ⼈⼝減少対策、健康福祉、商⼯・労働、地域振興・まちづくり

団体名 みやま市（福岡県） 区分 その他の市区町村 ⼈⼝*3 39,084 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）、*4:出典：「みやまHEMS プロジェクト」ウェブサイト

1. 概要

2. 特徴

3. 成果
• 本事例は、みやま市が、再⽣可能エネルギーの普及や、エネルギーの地産地消による地域

経済の活性化、地域雇⽤の創出等を⽬的として、⺠間企業との合同出資により「みやまス
マートエネルギー株式会社」（以下「エネルギー会社」という。）を設⽴し、太陽光発電設備
やバイオマス等で発電した電気の供給事業を推進している事例である。

• みやま市では、エネルギー会社の設⽴により、⽣活インフラである電⼒を安価に安定的に提
供するだけでなく、⽣活⽀援サービスを付加価値として提供し、地域の課題に対応することを
⽬指している。

• そこで、エネルギー会社は、区域内の住⼾に設置したHEMS 端末を利⽤した⾼齢者⾒守り
サービスの提供等を事業として⾏い、地域課題の解決に貢献している。

• また、エネルギー会社が電気の供給事業を実施する際に、⾃社で運営するコミュニティスペー
スを通じ、みやま市の取組についての情報を発信することによって、住⺠の地球温暖化対策
に関する意識を⾼めることに寄与している。

• 本事例の特徴は、官⺠連携により設⽴したエネルギー会社が、電気の供給事業だけでなく、
⼈⼝減少、若年層の転出、地域経済の縮⼩等に起因した地域課題への対応に向けたサー
ビスを展開している点である。

• エネルギー会社は、平成28 年3 ⽉までみやま市が実施していたサービス（「みやまHEMS 
プロジェクト」としてHEMS モニター住宅に⾼齢者⾒守り等のサービスを提供）を⾼齢者⾒守
りサービスとして引き継いでいる。

• このサービスは、⾼齢者住宅の消費電⼒量を監視し、通常と異なる電気の使われ⽅を検知
した場合に、⾒守りセンターからあらかじめ登録している御近所の⽅や⺠⽣委員の⽅等に通
報を⾏うというものである。

• また、エネルギー会社が事業を通じて収集した住⺠のニーズに関する情報は、地域共通課題
解決のための有効な情報として、みやま市の政策ビジョンに反映し、施策の⽴案に活かしてい
る。

• 平成28 年8 ⽉の1 か⽉間におけるエネルギー会社の電⼒需要実績は、2,278MWh
（公共施設及び⺠間施設：1,772MWh、住宅：506MWh）である。

• 施策の進捗管理指標は、「みやま市⼈⼝ビジョン及びみやま市まち ひと しごと創成総合戦
略」（平成27 年10 ⽉）において、「みやまスマートエネルギー電⼒売上額」、「みやまス
マートエネルギー電⼒市内普及率」、「みやまスマートエネルギー電⼒利⽤世帯の電気料⾦
の縮減率」の３つとしている。これらの実績は次表のとおりである。

• なお、みやま市全体でのHEMS 導⼊世帯数は、平成26 年末時点で約2,000 世帯となっ
ている*4

出典:「みやまHEMSプロジェクト」ウェブサイト

• エネルギーの地産地消を含む、みやま市の地域 コミュニティづくりや、社会貢献活動は、平成
27 年に、経済産業省「グッドデザイン商品選定制度」のグッドデザイン賞⾦賞を受賞した。
地産地消の再⽣可能エネルギーのインフラを整え、環境を保全しながら地域コミュニティを活
性化させる総合的な取り組みである点が、国内に例がなく先駆的な活動であると⾼く評価さ
れた。

表:みやまスマートエネルギー事業の進捗管理指標に関する実績

地域資源（⽊質バイオマス）のエネルギー利⽤推進による⼦育て⽀援の推進
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事例番号 16-01-02 事例区分 対策・施策 施策分類*1 再エネの利⽤促進

部⾨・分野 業務その他部⾨、家庭部⾨ ⼿法*2 その他（地⽅公共団体主導の事業展開）

コベネフィット 農林⽔産、教育・⽂化、⼈⼝減少対策、商⼯・労働、地域振興・まちづくり

団体名 下川町（北海道） 区分 その他の市区町村 ⼈⼝*3 3,423 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

3. 成果
• 本事例は、下川町が、地域の⽊質バイオマス資源を熱エネルギー源に活⽤するための⼀環と

して、公共施設への⽊質バイオマスボイラーの導⼊を推進し、これにより削減された経費を地
域の活性化施策として⼦育て⽀援に活⽤している事例である。

• 下川町は、町の⾯積（64,420ha）の90％が森林であり、林業を基盤として発展してきた
町である。平成20 年7 ⽉、環境モデル都市に認定されたことに伴って、「下川町 環境モデ
ル都市⾏動計画」を策定して以降、現在も同計画に位置付けられた⽊質バイオマス資源の
活⽤等の施策を推進している。

• 本事例の特徴は、⽊質バイオマス資源の活⽤施策として、公共施設への⽊質バイオマスボイ
ラーの導⼊という需要側の取組だけでなく、国有林等の取得による町有林の確保や、循環
型森林経営システムによる林業の活性化や森林整備の促進、⽊質原料製造施設の整備
等の供給側の取組を併せて⾏うことにより、⽊質バイオマス資源の継続的な利活⽤を図って
いる点である。

• さらに、公共施設への⽊質バイオマスボイラーの導⼊によって削減された経費を、幼児セン
ター（未就学児の保育施設）保育料の軽減措置や、学校給⾷費の補助等の⼦育て⽀
援に活⽤する等、環境とは異なる分野での地域の活性化につなげることによって、施策の持
続性を⾼めている点も特徴的といえる（図参照）。

• ⽊質バイオマスの活⽤実績は次表のとおりである。平成15 年度以降、町内の公共温泉施
設、幼児センター、農業⽤育苗施設等の公共施設に、⽊質バイオマスボイラーを11 基導⼊
した。また、平成21 年度には地域熱供給施設を設置して、役場周辺の4 施設に熱供給を
⾏った。

• この結果、平成24 年度の⼆酸化炭素排出量は、地域エネルギーの⾃給率向上（公共施
設の暖房熱の約60%を⽊質バイオマスエネルギーで賄った。）により、平成20 年度⽐で
9.5%削減している。

• また、地域の事業者が⽊質バイオマス資源の創出活動を担うことにより、林業等の地域産業
の活性化や経済循環等のコベネフィットにつながっていると考えられる。

• なお、下川町は、平成21 年にJ-VER 制度による森林吸収型プロジェクト登録第１号の認
定を受け、森林のCO2 吸収量のクレジット化を⾏った。下川町内の森林による平成24 年
度の⼆酸化炭素吸収量は14,306t-CO2 と推計されている。この取組は、環境教育の
テーマとしても活⽤されており、エネルギーの⾃給に対する住⺠理解の獲得につながっている。

出典:下川町「平成28 年度下川町予算説明書」

図:⽊質バイオマスボイラー導⼊に伴う削減経費の活⽤

表:⽊質バイオマスボイラー等の導⼊状況（平成29 年2 ⽉現在）

出典:下川町提供資料を基に作成
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事例番号 16-01-03 事例区分 対策・施策 施策分類*1 再エネの利⽤促進

部⾨・分野 業務その他部⾨ ⼿法*2 経済的⼿法、情報的⼿法、⼿続的⼿法

コベネフィット 防災・危機管理、商⼯・労働、地域振興・まちづくり

団体名 飯⽥市（⻑野県） 区分 その他の市区町村 ⼈⼝*3 104,247⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

3. 成果
• 本事例は、飯⽥市が、区域で地域主導型の再⽣可能エネルギー事業を推進するために、

「飯⽥市再⽣可能エネルギーの導⼊による持続可能な地域づくりに関する条例」(以下「本
条例」という。）を制定し、事業により得られた収益を地域課題への対応に活⽤する事例で
ある。

• 飯⽥市は、これまで再⽣可能エネルギー導⼊に関する補助事業等を実施してきたが、固定
価格買取制度が導⼊されることを契機として、地域住⺠が主体的に参画する再⽣可能エネ
ルギーの利⽤推進により、持続可能な地域づくりを実現していくべきとの認識に⾄った。

• そこで、本条例を制定し、地域住⺠が再⽣可能エネルギーを活⽤する事業によって、持続可
能な地域づくりを⾏うことを飯⽥市が⽀援し、再⽣可能エネルギーの導⼊を促進することとし
た。

• 本事例の特徴は、飯⽥市が、本条例により飯⽥市⺠が「地域環境権」を有すること、そして、
その⾏使を市⻑が⽀援すること等を規定することにより、地域主導型の再⽣可能エネルギー
の導⼊を⽀援する点である。

• 本条例に規定された地域主導型の再⽣可能エネルギーの導⼊⽀援の概要は、次図に⽰す
とおりである。

• まず、地域住⺠が本条例の⽀援を受けて発電事業を⾏う場合は、地域団体が⾃ら実施、
あるいは公共的団体等と協⼒して実施することが必要である。また、事業実施主体からの申
請に伴って開催される審査会の答申に基づき、市⻑が適当と認める「地域公共再⽣可能エ
ネルギー活⽤事業」に位置付けられなければならない。

• 市⻑は、「地域公共再⽣可能エネルギー活⽤事業」に対し、事業実施計画の策定に対する
助⾔、与信⼒の付与、調査費⽤の無利⼦貸し付け等の⽀援を⾏うこととしている。

• 再⽣可能エネルギー活⽤事業の進捗管理については、飯⽥市域内の再⽣可能エネルギー
利⽤による温室効果ガス排出削減量を毎年度推計し、その推移を把握している。

• 次図に⽰すように、再⽣可能エネルギー利⽤による温室効果ガス排出削減量（推計値）
は平成26年度において「第２次飯⽥市環境モデル都市⾏動計画」に掲げる平成30 年度
の⽬標値（17,477t-CO2）を⼤きく上回っている。

• なお、「地域公共再⽣可能エネルギー活⽤事業」による売電収益については、地域が抱える
課題に対応する事業（公共施設維持管理、景観保全事業、環境教育事業、地区交流
事業への⽀援等）に活⽤することとしており、市⺠が主体となった住みよく便利な地域づくり
の促進に貢献している。

条例に基づく「地域環境権」活⽤のための⽀援施策の推進

図:再⽣可能エネルギー利⽤による温室効果ガス排出の削減量（推計値）

出典:飯⽥市「平成27 年度環境計画年次報告書 環境レポート」
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事例番号 16-01-04 事例区分 対策・施策 施策分類*1 再エネの利⽤促進

部⾨・分野 業務その他部⾨、エネルギー転換部⾨ ⼿法*2 経済的⼿法、情報的⼿法

コベネフィット 環境（廃棄物）、教育・⽂化、防災・危機管理、地域振興・まちづくり

団体名 掛川市（静岡県） 区分 その他の市区町村 ⼈⼝*3 117, 609⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

3. 成果
• 本事例は、掛川市が、太陽光発電設備の導⼊⽀援により、地球温暖化対策の推進と、リ

サイクルによるごみの減量の推進を両⽴させた事例である。具体的には、地域住⺠や環境
NPO 法⼈等による廃品（古紙）回収による収益⾦を⼩中学校への太陽光発電設備の
導⼊資⾦として活⽤する取組を、掛川市が⽀援している。

• 掛川市は、地球温暖化対策の推進には、市⺠と⾏政の協働が必要と考え、地域住⺠や環
境NPO 法⼈等が環境配慮活動により得た資⾦を⽤いて再⽣可能エネルギーを導⼊する事
業について、設置費⽤の⼀部補助や設置場所の貸与等の⽅法で⽀援している。その結果、
区域では太陽光発電設備の導⼊が増加している。

• なお、本取組は、区域施策編におけるリーディングプロジェクト「かけがわ『太陽と⾵』と『市⺠と
企業』の⼒」の⼀環である「市⺠の⼒：地域協働おひさま発電」に位置付けられている。

• 本事例の特徴は、以下の（１）及び（２）により、地域での太陽光発電設備導⼊に関
する成功事例の⽔平展開を図っている点である。

（１）廃品（古紙）回収により得られた収益⾦の活⽤モデル
• 太陽光発電設備の導⼊においては、設備投資としての設置費⽤の調達が課題となる。この

課題に対し、平成16 年に「NPO 法⼈エコロジーアクション桜が丘の会」は、桜が丘中学校
区での廃品（古紙）回収により得られた収益⾦を、同中学校へ導⼊する10kW（1,200 
万円）の太陽光発電設備の設置費⽤として寄付した。この取組を通じて、同NPO 法⼈は
桜が丘中学校と連携した環境教育等を実施している。

• 掛川市は、このNPO 法⼈による実際の成功事例を、市内全域の⼩中学校へ⽔平展開を
図るモデルとしている。

（２）掛川市による成功事例の⽔平展開⽀援
• 地域住⺠や環境NPO 法⼈等が、前述のNPO 法⼈の取組と同様に、地域ぐるみの資源

回収活動等により資⾦を捻出して太陽光発電設備を設置しようとする場合において、掛川
市は、設置費⽤の⼀部を補助し、地域の学校や公会堂の屋根⼜は遊休地を貸与する。設
備設置者は、売電収⼊を設置施設で消費する電⼒料⾦、環境学習等の地域の運営費
等に充当し、地域に還元している。

• 『かけがわ｢太陽と⾵｣と｢市⺠と企業｣の⼒』プロジェクトの進捗管理指標は、太陽光発電、
⾵⼒発電設備の設置数、発電容量、発電量としている。これらの推移は次表のとおりである。
区域施策編に⽰された平成29 年度の⽬標133,000MWh/年（2005 年度実績の35 
倍の規模）に対し、平成28年で58,459 MWh/年となっている。

廃品回収による収益を⽤いた太陽光発電設備導⼊の展開⽀援「地域協働おひさま発電事業」

表:『かけがわ｢太陽と⾵｣と｢市⺠と企業｣の⼒』プロジェクトの進捗管理指標

※⾵⼒発電の発電量については、理論値を掲載
出典:掛川市提供資料（平成29 年1 ⽉末時点）

• コベネフィットの観点では、太陽光発電設備の設置費⽤調達⼿段が、廃品（古紙）回収
であることから、リサイクルによるごみの減量につながっている。また、地域のエネルギーセキュリ
ティの強化や、地域住⺠の主体的な活動の促進による地域振興やコミュニティの連携強化に
つながると考えられる。
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事例番号 16-01-05 事例区分 対策・施策 施策分類*1 再エネの利⽤促進

部⾨・分野 廃棄物分野 ⼿法*2 その他（地⽅公共団体主導の事業展開）

コベネフィット 環境（廃棄物）、農林⽔産、防災・危機管理、地域振興・まちづくり

団体名 新潟市（新潟県） 区分 指定都市 ⼈⼝*3 802,936 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

3. 成果
• 本事例は、新潟市が、区域から産み出される豊富で多様なバイオマス資源に着⽬し、バイオ

マスエネルギーの地産地消やバイオマス資源を由来とする燃料の製造を含めた各種施策を、
区域施策編の重点施策として推進している事例である。

• 新潟市は、平成17 年の市町村合併により、豊かな⾃然環境や広⼤な農地と都市部が⼀
つの区域となったことから、豊富なバイオマス資源の持続可能な利⽤を区域施策編の「基本
対策」に位置付け、達成⽬標を設定し、進捗状況を公表することで、⽬標の達成⾒込みや
地球温暖化対策への影響を具体的に評価している。

• バイオマス資源の利活⽤に関する事業化にあたっては、新潟市が調査や実証事業を実施す
ることによりサポートするほか、農業系バイオマスについては、もみ殻の有効活⽤推進のため、
富⼭県射⽔市と連携協定を締結している。

• 本事例の特徴は、市町村合併により拡⼤した新潟市域に賦存する、農業系バイオマス、⾥
⼭の間伐材、都市機能集約地からの⾷品残渣や下⽔汚泥等の多様なバイオマス資源に着
⽬し、区域施策編の「基本対策」に、その利活⽤の推進を位置付け、⺠間事業者によるバ
イオマス資源の利活⽤に関する事業化に対し、新潟市が調査や実証事業を実施している点
である。

• 新潟市が実施した調査や実証事業の例として、もみ殻を農業⽤暖房の⽯油代替燃料とし
て使⽤するモニター事業がある。新潟市は、農業者の協⼒を得て、ビニールハウスにもみ殻ボ
イラーを導⼊し、円滑な運⽤⽅法を確⽴するためにモニター調査を実施している。

• また、新潟市は、市内の農業法⼈等を対象に、もみ殻ボイラーの⾒学会を開催し、普及を
図るとともに、農協や関連企業を含めた情報 意⾒交換会を実施して、バイオマスエネルギー
やもみ殻焼却灰の有効活⽤について、関係者との情報共有を図っている。

• バイオマス資源を有効活⽤した循環型都市システムの形成については、施策の数値⽬標とし
て、「廃⾷油の回収量」と「下⽔汚泥消化ガス発電量」を設定しており、新潟市環境基本条
例第7 条に基づく年次報告書である「新潟市の環境」において公表している（表参照）。

バイオマス資源・バイオマスエネルギーの活⽤推進「新潟市バイオマス産業都市構想」

表:施策の数値⽬標と実績

出典:新潟市「新潟市の環境」（平成28 年版）を基に作成

• コベネフィットの観点では、廃棄物の有効利⽤、農業⽤暖房への活⽤による持続性の⾼い
農業への貢献、地産地消のエネルギー利⽤によるエネルギーセキュリティの向上、事業化⽀
援による新たな事業活動の創出等につながると考えられる。
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事例番号 16-01-06 事例区分 対策・施策 施策分類*1 再エネの利⽤促進

部⾨・分野 エネルギー転換部⾨ ⼿法*2 経済的⼿法

コベネフィット 防災・危機管理、商⼯・労働、地域振興・まちづくり、⾏財政改⾰

団体名 東京都 区分 都道府県 ⼈⼝*3 13,415,349 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要 2. 特徴

3. 成果

• 本事例は、東京都が、「官⺠連携再⽣可能エネルギーファンド」を平成26 年度に設⽴し、
再⽣可能エネルギーの広域的な普及拡⼤及び都内での導⼊の促進等を⾏っている事例で
ある。

• 東京都は、平成24 年度に、全国のエネルギー分野への投資を通じた電⼒供給の安定化
等に資するため、「官⺠連携インフラファンド」を設⽴した。そして、平成26 年度には投資対
象を再⽣可能エネルギー発電事業に特化した「官⺠連携再⽣可能エネルギーファンド」を新
たに設⽴した。

• 「官⺠連携再⽣可能エネルギーファンド」の概要は図に⽰すとおりである。東京都と⺠間投資
家は、資⾦をファンドに出資し、ファンド運営事業者は、出資された資⾦を都内の再⽣可能
エネルギー発電事業や、東京電⼒ 東北電⼒管内の再⽣可能エネルギー発電事業に対し
て投融資するという仕組みとなっている。

• 本事例の特徴は「官⺠連携再⽣可能エネルギーファンド」をその投融資先の特性を考慮して
「都内投資促進型ファンド」と「広域型ファンド」で構成している点と、東北地⽅等の地域振
興への貢献を投資⽅針に掲げている点の2 点である。詳細については（１）、（２）のと
おりである。

（１）「都内投資促進型ファンド」と「広域型ファンド」で構成
• ⼀つ⽬の特徴として、「官⺠連携再⽣可能エネルギーファンド」は「都内投資促進型ファンド」

と「広域型ファンド」とで構成され、両者を同⼀の運営事業者が運営している点が挙げられる。
• 「都内投資促進型ファンド」については、運営事業者を募集する時点ではファンド形態を限定

せず、応募者からの提案を受け、協議、検討する機会を設けている。⼀⽅の「広域型ファン
ド」については、運営事業者募集段階において「投資事業有限責任組合契約に関する法
律」（平成10 年法律第90 号）に基づく投資事業有限責任組合を設⽴することとしてい
る。

（２）東北地⽅等における地域振興
• ⼆つ⽬の特徴は、電源⽴地地域として東京の様々な都市活動を⽀えている東北地⽅等に

おいて、再⽣可能エネルギー発電事業を推進することにより地域振興に貢献することを、東
京都の投資⽅針に位置付けている点である。

• 「官⺠連携再⽣可能エネルギーファンド」の平成29 年２⽉末時点の投融資案件は「都内
投資促進型」、「広域型」ともに投融資案件が⽰されており、「官⺠連携再⽣可能エネル
ギーファンド」は、再⽣可能エネルギーの着実な普及拡⼤に寄与している。

• 平成28 年12 ⽉にプレス発表された、茨城県における2 件の投融資案件は、太陽光発電
所の建設を通じた再⽣可能エネルギーの導⼊を促進するものである。また、千葉県の投融資
案件については、成⽥スカイアクセス沿線の総延⻑約10 キロメートルにまたがる未利⽤地の
活⽤による、沿線の魅⼒向上等への貢献も期待されるものである。

• また、直近の平成29 年2 ⽉に公表された栃⽊県の投融資案件（図で網掛となっている投
融資案件）は、未利⽤地の有効活⽤や固定資産税等の⽀払い等を通じて、地域経済へ
の貢献につながっていくことが期待されている。

⺠間資⾦を活⽤したファンドによる再⽣可能エネルギーの普及拡⼤「官⺠連携再⽣可能エネルギーファンド」

図:官⺠連携再⽣可能エネルギーファンドの概要

出典:東京都会計管理局ウェブサイト「官⺠連携事業」
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事例番号 16-01-07 事例区分 対策・施策 施策分類*1 再エネの利⽤促進

部⾨・分野 エネルギー転換部⾨ ⼿法*2 ⾃主的取組⼿法、情報的⼿法、⼿続的⼿法

コベネフィット 商⼯・労働

団体名 東京都 区分 都道府県 ⼈⼝*3 13,415,349 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要 2. 特徴

3. 成果

• 本事例は、東京都が、都内に電気を供給する⼩売電気事業者による計画的なCO2 排出
係数の低減等を促進するために、「エネルギー環境計画書」等の作成と提出を義務付けた
「エネルギー環境計画書制度」（以下「本制度」という。）についての事例である。

• 平成12 年度から電⼒の⼩売の⾃由化が段階的に始まり、平成28 年度から⼀般家庭等
も対象とした⼩売全⾯⾃由化が開始された。これにより、全ての電気需要者は⼩売電気事
業者や料⾦メニューを⾃由に選択できるようになっている。

• 東京都は、平成17 年度から、電気の環境性の向上を促すとともに、電気需要者が環境に
配慮した電気を選択しやすくするため、本制度を導⼊している。本制度のフローは図に⽰すと
おりである。

• 本制度では、都内へ電気を供給する⼩売電気事業者に対し、CO2 排出係数や再⽣可能
エネルギー利⽤量等の⽬標や実績を記載した「エネルギー環境計画書」及び「エネルギー状
況報告書」の提出と公表を義務付けている。

• なお、本制度は、区域施策編に⽰された政策である「スマートエネルギー都市の実現」に向け
て実施される施策に位置付けられている。

• 本制度における対象事業者のCO2 排出量等の推移は、次図のとおりである。東京都内の
CO2 排出係数は、0.522kg-CO2/kWh（2013 年度）から0.492kg- CO2/kWh
（2015 年度）まで低くなっている。また、再⽣可能エネルギーの供給量は、5,327 百万
kWh（2013 年度）から7,434 百万kWh（2015 年度）まで増加している。なお、対
象事業者は、2016 年度で128 事業者となり、2015 年度の51 事業者と⽐べて⼤きく増
加している。

• コベネフィットの観点では、電気の環境性に関して周知することにより、需要家に対して環境
性に配慮した電気を選択することを促し、対象事業者間の競争の活性化につながると考えら
れる。

⼩売電気事業者に電⼒の低炭素化を働きかける制度「東京都エネルギー環境計画書制度」

図:エネルギー環境計画書制度のフロー

出典:東京都「東京都エネルギー環境計画書作成ガイドライン」

• 本事例の特徴は、各⼩売電気事業者のCO2 排出係数の実績を、都内の需要家等に対
し、わかりやすく公表している点である。

• 具体的には、個別の⼩売電気事業者の全電源CO2 排出係数の実績について、過去の実
績との⽐較や、他の⼩売電気事業者と⽐較しやすい形で公表し、都内の需要家に対し環
境性の⾼い電気を選択するための情報を提供している。このようなエネルギーの供給側を対
象とした制度は、需要側を対象とした制度に⽐べて事例が少ない。

図:都内への電⼒供給に伴うCO2 排出量等の推移

出典:東京都「2016（平成28）年度 東京都エネルギー環境計画書等の公表について」
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事例番号 16-01-08 事例区分 対策・施策 施策分類*1 再エネの利⽤促進

部⾨・分野 エネルギー転換部⾨ ⼿法*2 情報的⼿法

コベネフィット 防災・危機管理、商⼯・労働、地域振興・まちづくり

団体名 ⻑野県 区分 都道府県 ⼈⼝*3 2,137,666 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

3. 成果

• 本事例は、⻑野県が、地域主導の⼩⽔⼒発電を普及させるために、⼩⽔⼒発電の案件形
成段階（適地選定、推進体制、地域の合意形成、採算性評価、事業許認可⼿続き
等）における課題解決の⽀援を⾏う組織として「⼩⽔⼒発電キャラバン隊」を設置した事例
である。

• ⼩⽔⼒発電事業は、地域の再⽣可能エネルギーとして今後有望な事業であるが、適地選
定から設備の設置 維持管理に⾄るまでに、法令に基づく⼿続きが多く、また、⽔利権を円
滑に取得することも必要であり、事業化までに多くの時間を要するという課題がある。

• そこで、⻑野県の庁内外関係組織により横断的に構成された「⼩⽔⼒発電キャラバン隊」
（表参照）が、⼩⽔⼒発電事業の⽀援希望者を対象に、事業箇所選定 採算性評価の
ための「適地選定講習会」、事業化に向けた個別相談を受けられる「地区別出張相談会」
を開催することによって、前述した課題の解決を⽀援し、県内の⼩⽔⼒発電の事業化を促
進している。

• 本事例の特徴は、⻑野県が、区域の⾃然的社会的状況から将来の幅広い普及を期待し
ている⼩⽔⼒発電事業について、率先して専⾨⽀援部隊「⼩⽔⼒発電キャラバン隊」を設
置し、⼩⽔⼒発電事業の起業希望者への積極的な⽀援を⾏っている点である。

• この「⼩⽔⼒発電キャラバン隊」による⽀援内容は次表のとおりである。⽀援内容を適地選
定 推進体制 地域の合意形成 採算性評価や、許認可⼿続き等といった、⼩⽔⼒発電
事業の初期段階に課題となる様々な事項に対応するものとしている点も特徴である。

• ⼩⽔⼒発電キャラバン隊では、毎年⼀定数の相談を受けて⼩⽔⼒発電の事業化に貢献し
ている。平成27 年度の⻑野県の「⼩⽔⼒発電キャラバン隊」の取組実績は以下のとおりで
ある。

●出張相談会 4 回開催、13 団体参加（県下４ブロック（東信、北信、中信、南信）ごとに
1 回）
●適地選定講習会 1 回開催、10 団体（20 名）参加（場所：三峰川電⼒（株）蓼科
第⼆発電所）
• なお、⻑野県内の⼩⽔⼒発電の設備容量の導⼊実績は、平成22 年度時点でほぼゼロで

あったが、平成27 年度では1,403kW となり、温室効果ガスの削減に寄与している。
• また、これによるコベネフィットとして、地元事業者等の⼩⽔⼒発電事業実施による地域経済

の活性化や雇⽤創出、⻑野県内のエネルギーセキュリティーの向上、エネルギーコストの域外
流出の抑制に繋がっている。

庁内外関係部局の横断的組織による⼩⽔⼒発電事業⽀援「⼩⽔⼒発電キャラバン隊」

表:「⼩⽔⼒発電キャラバン隊」の関係組織等

表:「⼩⽔⼒発電キャラバン隊」による「適地選定講習会」及び「地区別出張相談会」

出典:⻑野県「⻑野県（環境部）プレスリリース 平成 25 年（2013 年）６⽉14 ⽇」より作成

• なお、⻑野県では、⼩⽔⼒発電の発電設備容量を、区域施策編における「⾃然エネルギー
発電容量」の拡⼤⽬標の⼀つとしている。（次表参照）

出典:⻑野県「⻑野県環境エネルギー戦略の⽬標の⼀部上⽅修正について」（平成27 年9 ⽉）を基に作成

表:⻑野県の⾃然エネルギー発電設備容量の拡⼤⽬標
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事例番号 16-01-09 事例区分 対策・施策 施策分類*1 再エネの利⽤促進

部⾨・分野 廃棄物分野 ⼿法*2 その他（地⽅公共団体主導の事業展開）

コベネフィット 環境（廃棄物）、教育・⽂化、防災・危機管理、商⼯・労働、⾏財政改⾰

団体名 神⼾市（兵庫県） 区分 指定都市 ⼈⼝*3 1,547,850 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

3. 成果

• 本事例は、神⼾市が下⽔処理⼯程から発⽣する嫌気性消化ガスの100％有効利⽤を⽬
的として、消化ガスを精製し、⾃動⾞の燃料として販売、さらには、⾼度精製したものを都市
ガスとして供給することで、資源 エネルギー再⽣、温室効果ガスの抑制に貢献している事例
である。

• 神⼾市では、従来から下⽔処理⼯程で発⽣する消化ガスを処理場内のボイラー等の燃料と
して使⽤していたが、消化ガスに含まれる不純物が機器の劣化等につながる等の理由で、発
⽣量の約3 割を焼却処分していた。そこで、消化ガスの100％有効利⽤を⽬的として、消
化ガスの精製設備を設置し、「こうべバイオガス」として、市バス、⺠間事業者の運送⽤⾞両
等の燃料として販売した。さらに、地元の⺠間企業と共同で「こうべバイオガス」を⾼度精製し
て⼤阪ガス株式会社の導管に注⼊し、都市ガスとして供給した。

• この取組によって、下⽔道の持つ代表的な資源である消化ガスを、場内だけではなく、場外
においても地産地消のエネルギーとして有効活⽤することで、温室効果ガスの発⽣も抑制さ
れ、さらに、ガスの販売収⼊等も得ることができた。

• 本事例の特徴は、焼却処分していた消化ガスを有効利⽤することで、地球温暖化対策を推
進するとともに、次図に⽰すように、都市ガスとして需要家に供給している点である。下⽔汚
泥由来の消化ガスを、微量成分除去設備等によって都市ガスと同等レベルにまで⾼度精製
し、都市ガス事業者の導管に直接注⼊し、需要家に供給する試みは⽇本初である。

• また、神⼾市では、六甲⼭からの間伐材や、公園等の剪定枝由来の⽊質バイオマス（グ
リーン）と、⾷品製造事業者から発⽣する⾷品残渣由来のバイオマス（スイーツ）とを下⽔
汚泥と混合処理し、バイオガスの発⽣量を増加させる取組「KOBE グリーン スイーツプロジェ
クト（下⽔道⾰新的技術実証事業）」を進めており、将来的には5,000 世帯分の都市ガ
スの供給を⽬指している。

• 平成26 年度に、⾃動⾞燃料として「こうべバイオガス」を約33 万m3 供給し、約20 百万
円の収⼊を得た。また、⾼度精製ガスとして約125 万m3（約3,000 世帯/年に相当）を
⼤阪ガス株式会社に供給した。これらによる⼆酸化炭素削減量は約2,800t-CO2/年であ
る。

• コベネフィットの観点では、廃棄物のリサイクルの推進や、環境学習拠点としての活⽤、地域
のエネルギーセキュリティの向上などにつながると考えられる。

下⽔処理⼯程で発⽣する消化ガスの有効利⽤「こうべバイオガス」

図:都市ガス導管注⼊実証の概要

出典:農業⽔産省ウェブサイト「下⽔道由来のバイオガス（消化ガス）を⾃動⾞燃料や都市ガス原料へ
100%有効活⽤する取組」
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事例番号 16-01-10 事例区分 対策・施策 施策分類*1 低炭素な製品及び役務の利⽤

部⾨・分野 産業部⾨、業務その他部⾨、家庭部⾨ ⼿法*2 直接規制的⼿法、情報的⼿法

コベネフィット 環境（公害）、防災・危機管理、健康福祉、商⼯・労働

団体名 ⻑野県 区分 都道府県 ⼈⼝*3 2,137,666 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要 2. 特徴
• 本事例は、⻑野県が、環境性能が⾼く、利⽤者の快適性や健康⾯での付加価値が⾼い建

築物の普及を促進するために、建築物を新築する建築主に対して、環境エネルギー性能の
向上と⾃然エネルギー導⼊の検討を求める制度の事例である。

• ⻑野県では、平成21 年度の温室効果ガス排出量が平成2 年度⽐で8.7％増加したため、
平成25年3 ⽉に「⻑野県地球温暖化対策条例」を改正し、地球温暖化対策に関する施
策を充実させた。

• 平成21 年度の排出量実績では、家庭部⾨と業務部⾨の占める割合が全国平均より⾼
かったことから、それまで運⽤していた「建築物環境配慮計画書制度」に代えて「建築物環境
エネルギー性能検討制度」及び「⾃然エネルギー導⼊検討制度」を導⼊することとした。

• 「建築物環境エネルギー性能検討制度」は、建築主に対して新築時の環境エネルギー性能
の検討を義務付け、より環境負荷の⼩さい建築物の建築を促す制度であり、「⾃然エネル
ギー導⼊検討制度」は建築主に対して⾃然エネルギー設備の導⼊検討を義務付けることに
よって、その導⼊を促す制度である。詳細は以下の（１）、（２）のとおりである。

（１）「建築物環境エネルギー性能検討制度」における検討内容
• 新しく建物を建てる時には、建築主は以下に⽰す情報を集めて、環境への負荷の低減を図

るための措置について検討しなければならない。ライフサイクルコストを考慮した総合的な環境
への負荷の低減措置について検討する必要がある。

●建物の外壁、窓等を通しての熱の損失を防⽌するための措置（例：外壁 天井等の気密
化 断熱化、ペアガラス樹脂サッシ 熱交換換気システムの導⼊等）
●建物の⼀次エネルギー消費量⼜は温室効果ガスの排出量に関する情報（例：CASBEE、
QPEX、エネルギーパス等）
●建物に導⼊する建築設備の耐久性能及び維持保全に関する事項（例：給湯器のメンテナ
ンス情報等）
●その他環境負荷を低減するための措置(例:適切な庇の設置、通⾵の確保、外構植栽等)
●費⽤等を考慮した環境エネルギー性能の選択に関する情報（例：⾼断熱化 ⾼効率設備
等導⼊によるイニシャルコストと⼀定条件下におけるランニングコストの試算、⽐較）
（２）「⾃然エネルギー導⼊検討制度」における検討内容
建築主は、建物を新築する際に⾃然エネルギー設備の導⼊について検討しなければならない。
また、設計 建築事業者は⾃然エネルギー導⼊の可能性を説明し、その導⼊を促す必要がある。
●太陽熱利⽤設備（太陽熱温⽔器、ソーラーシステム等）
●太陽光利⽤設備（天窓 ⽔平ルーバー、太陽光発電設備等）
●バイオマス熱利⽤設備（薪ストーブ、ペレットストーブ、チップボイラ等）
●地中熱利⽤設備（ヒートポンプ空調（冷暖房）システム等）

• 本事例の特徴は、建築主に対して新築時の環境配慮と⾃然エネルギーの導⼊の検討を義
務付け、⼀⽅で、設計 建築事業者に対して、建築主に対する情報提供等を求めることで、
新築時の⾃律的な地球温暖化対策の推進を図っている点である。詳細については以下の
（１）、（２）のとおりである。

（１）環境負荷の低減に向けた検討と、⾃然エネルギー設備の導⼊検討の義務化
• ⼀つ⽬の特徴は、建築主に対し、新築時の環境エネルギー性能の検討や、⾃然エネルギー

設備の導⼊検討を義務付けた点である。
• ⼀般に建築物を対象とする計画書制度は、⼤規模建築物（2,000m2 以上、

5,000m2 以上など）を対象とすることが多いが、⻑野県では表１のように延⾯積10m2 
以上の建築物を、住宅も含めて対象にしている。

建物に環境エネルギー性能の向上と⾃然エネルギー導⼊の検討を義務付ける制度

表:制度の対象と義務の内容

出典:⻑野県「建築物環境エネルギー性能検討制度 ⾃然エネルギー導⼊検討制度 新しく住宅を建
てるときには 」

（２）設計 建築事業者に対する要求事項の設定
• ⼆つ⽬の特徴は、設計 建築事業者に対し、建築主への⾃然エネルギー設備に係る情報の

提供（説明）に努めることを求めている点である。
• 設計 建築事業者にとっては、本制度を通じ、設計段階から建築主と良好な関係を築くこと

により、施⼯後も、建築主から補修やリフォームなどの相談を受けやすくなる、また、⾼性能
⾼付加価値な住宅の施⼯ 販売を扱う頻度が⾼くなるといった利点がある。
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3. 成果
• 本制度により、家庭部⾨も含めた建築物の環境配慮に関する情報を⼊⼿することが可能と

なり、この情報を基に施策の⽴案につながる課題の抽出を進めている。
• また、「建築物⾃然エネルギー導⼊マニュアル」を整備し、建築主や設計 建築事業者に対

する地域の⾃然的特性（冷房負荷が⼩さい気象条件等）の理解や、冬季のヒートショック
防⽌といった健康的側⾯における地球温暖化対策の価値の理解を促しており、検討義務の
必要性についての説得⼒を⾼めている。

• 建築物の環境エネルギー性能の評価指標の理解等を促進するための講習会の受講者数は、
表に⽰すように、平成25 年度と平成26 年度の合計で1,700 ⼈を超えており、区域の設
計 建築業者の事業活動上の差別化等にも寄与している。

建物に環境エネルギー性能の向上と⾃然エネルギー導⼊の検討を義務付ける制度(続き)

表:環境エネルギー性能評価指標取得講習会の受講者数

出典:⻑野県「⻑野県環境エネルギー戦略【2014（平成26）年度 進捗と成果報告書】」
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事例番号 16-01-11 事例区分 対策・施策 施策分類*1 低炭素な製品及び役務の利⽤

部⾨・分野 産業部⾨、業務その他部⾨、家庭部⾨ ⼿法*2 経済的⼿法、⾃主的取組⼿法、情報的⼿法

コベネフィット 商⼯・労働、地域振興・まちづくり

団体名 京都府 区分 都道府県 ⼈⼝*3 2,574,842 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要
• 本事例は、京都府が、温室効果ガスの排出削減が資⾦等の⾯で進まず、また、

国のクレジット制度によるクレジット創出の対象とすることが困難である中⼩企業
等の省エネ対策を促進するために、京都府内の中⼩企業等、企業・NPO 等、
府⺠・地域コミュニティの活動から創出されるクレジットの取引を⾏う「京都版
CO2 排出量取引制度」の事例である。

• 本制度のクレジット「京-VER」は次表 のとおりであり、中⼩企業等が創出した
これらのクレジットを⼤規模排出事業者等が購⼊・活⽤することによって、地域
社会全体として温室効果ガスの排出削減に取り組んでいる。

相対取引型の地域版排出量取引制度「京都版CO2 排出量取引制度」

表:「京-VER」の種類

出典:「京都版CO2 排出量取引制度」ウェブサイト
• 本制度の概要は次図 に⽰すとおりで、運営組織は京都府地球温暖化対策

課が事務局となる「京都環境⾏動促進協議会（京都CO2 削減バンク）」で
あり、「京－VER」の審査・承認、検証、認証等を⾏うとともに、クレジットの創
出、活⽤、売却等に関する相談・助⾔等の⽀援を⾏っている。

• クレジットの購⼊者に制限は設けられていないが、「京都環境⾏動促進協議会
（京都CO2 削減バンク）」が京都独⾃クレジットの売却を⽀援する場合には、
特定事業者への売却を優先し、特定事業者以外の者への売却については、
府内に事業所を有する者を優先するものとしている。

• 購⼊したクレジットは、京都府が運⽤する「事業者排出量削減計画・報告・公
表制度」における特定事業者の⽬標達成、CSR 報告書への記載、カーボンオ
フセット商品の販売等のために活⽤することができる。

図:京都版CO2 排出量取引制度の概要

出典:「京都版CO2 排出量取引制度」ウェブサイトを基に作成
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相対取引型の地域版排出量取引制度「京都版CO2 排出量取引制度」（続き）

2. 特徴

3. 成果

• 本事例の特徴は、京都府が、クレジットの創出（「京都環境⾏動促進協議会
（京都CO2 削減バンク）」による各種⽀援）と活⽤（「事業者排出量削減
計画・報告・公表制度」における活⽤等）の両⾯に対し、対応策を講じている
点である。これらの詳細については、以下の（１）〜（３）のとおりである。

（１）クレジットの創出から売却等に関する相談・助⾔等の⽀援
• ⼀つ⽬の特徴は、「京都環境⾏動促進協議会（京都CO2 削減バンク）」が、

クレジットの創出・活⽤に関する相談・助⾔、クレジット取引に係るマッチング等
により、京都府域における各種クレジットの創出・活⽤を⽀援している点である。

• なお、京都府はクレジット創出の⽀援策として、平成23 年度から、クレジット創
出対象事業を優先した省エネ設備導⼊の助成をしている（名称：「京－
VER 創出促進事業（省エネ設備更新）」、補助⾦：対象経費の１／３
上限1,000 万円）。

（２）京都府が運⽤する「事業者排出量削減計画・報告・公表制度」における
削減⼿段としての活⽤
• ⼆つ⽬の特徴は、「京都版CO2 排出量取引制度」によるクレジットが、「事業

者排出量削減計画・報告・公表制度」における温室効果ガスの削減量として
活⽤できる点である。特定事業者はクレジットを排出削減量として利⽤すること
ができるため、特定事業者にとってのクレジットを取得（購⼊）するインセンティ
ブとして働く。

（３）「京都発 カーボン・オフセット おもてなし商品」としての活⽤
• 三つ⽬の特徴は、お⼟産の商品を作る際や、レストランで提供する⾷材の輸送

時等に排出されるCO2 について、「京都版CO2 排出量取引制度」によるクレ
ジットで埋め合わせた商品（伝統⼯芸体験、京みやげ、レストラン）を、観光
客等が選択することで、クレジットの活⽤が進む関係性を構築している点である
（図参照）。

• 平成29 年2 ⽉度末までに、8,179t-CO2 のクレジットが創出され、
4,027.5t-CO2 の取引が成⽴している。府⺠・地域コミュニティが本制度に参
加し、温室効果ガス排出削減活動に取り組むことから、地域活動の活性化に
もつながっている。
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事例番号 16-01-12 事例区分 対策・施策 施策分類*1 低炭素な製品及び役務の利⽤促進

部⾨・分野 産業部⾨、業務その他部⾨、運輸部⾨ ⼿法*2 ⾃主的取組⼿法、情報的⼿法

コベネフィット 環境（公害）、防災・危機管理、商⼯・労働

団体名 横浜市（神奈川県） 区分 指定都市 ⼈⼝*3 3,729,357 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要 2. 特徴
• 本事例は、横浜市が、地球温暖化対策の推進に関する事業者への直接的な

働きかけの基盤として整備した「横浜市地球温暖化対策計画書制度」（以
下「本制度」という。）の事例である。

• 本制度は、横浜市が平成22 年度から開始したもので、事業者に地球温暖化
対策に関する計画の策定や、その実施状況の報告を求め、その内容を事業者
と横浜市の双⽅において公表する制度である。横浜市は、本制度において定
めた事業者が重点的に取り組むべき対策に関する技術的な助⾔や⽴⼊調査、
計画・報告への評価・表彰を実施することで、事業者に対する直接的な働きか
けを⾏っている。

• また、本制度では、事業所のエネルギー管理実態の把握に関する⼯夫等を
⾏っており、横浜市と事業者側との地球温暖化対策の推進に関する効率的な
コミュニケーションを可能としている。本制度の概要は以下のとおりである。

（１）制度対象事業者
対象となる事業者は以下のとおりである。
• 横浜市内に設置しているすべての事業所（連鎖化事業者含む）における原

油換算エネルギー使⽤量の合計が1,500kL/年以上（第１号及び第２号
該当事業者）

• 使⽤する⾃動⾞のうち、使⽤の本拠が横浜市内にある⾃動⾞の台数が100 
台以上（第3 号該当事業者）

（２）計画期間
• 本制度の計画期間は3 年である。制度対象事業者は計画期間内の地球温

暖化対策の実施計画を策定する。計画書は計画期間の初年度に提出するこ
ととしており、実施状況は毎年度報告する必要がある。

（３）計画書・報告書に関する評価・表彰等
• 横浜市は、事業者から提出された計画・報告内容に対する評価を⾏っている。

また、評価結果が優良となった事業者を公表することとしている。

• 本事例の特徴は、エネルギー使⽤量が原油換算500kL/年以上の事業所の
温室効果ガス排出状況を把握し、各事業所で実施されるべき対策を「重点対
策」に位置付け、横浜市がその実施状況を確認し、評価している点である。詳
細については、以下の（１）〜（２）のとおりである。

（１）事業所別の温室効果ガス排出量を把握する様式の整備
• 通常の計画書制度においては、原油換算1,500kL/年以上の事業所を対象

とした状況把握が⾏われることが多いが、本制度では、それよりも⼩さい規模
（原油換算500kL/年以上）の事業所別のエネルギー起源CO2 排出量の
把握を可能としている。

• 横浜市では、温室効果ガスの排出の抑制に関する指針において、エネルギー
起源CO2 排出量の算定根拠の提出を対象事業者に求めており、この根拠と
して、横浜市で整備した様式（原油換算500kL/年以上の事業所は事業所
単位で排出量等を⼊⼒する様式）を使⽤できることとしている。このような⼯夫
により、通常より⼩さい規模の事業所の温室効果ガス排出状況を把握している。

（２）事業者のエネルギー管理の改善を促す仕組みの導⼊
• ⼀般に、事業者の対策の実施状況を温室効果ガス排出状況のみから把握す

ることは困難である。そこで、本制度では、事業者による対策の実施状況を「直
接的に」把握・評価するために、⼤幅な初期投資を要しない設備改修や運転
⽅法の改善等の基本的な対策の中から、削減効果が⾼い重要な対策を計画
書の中の「重点対策（次表参照）」と位置付け、その実施を促すとともに、各
重点対策の実施状況を確認している。

事業者への直接的な働きかけに関する基盤的取組「横浜市地球温暖化対策計画書制度」
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3. 成果

• また、「重点対策」による評価とは別に、事業者の発意による設備導⼊対策や
運⽤⾯での対策について、把握、評価する仕組みを設けている。これらの対策
実施状況に関する報告様式は次表のとおりであり、⾃由記⼊形式による対策
内容の記載と、対策実施前後のエネルギー使⽤量の記⼊を求める様式となっ
ている。この対策も横浜市が評価し、その効果が優良と認められる場合は、公
表・表彰が⾏われる。これにより、事業者の現場担当者のモチベーション向上と
地球温暖化対策の促進や、他事業者の取組に刺激されての地球温暖化対
策の促進等による、制度対象事業者全体での更なる温室効果ガス排出量削
減を⽬指している。

事業者への直接的な働きかけに関する基盤的取組「横浜市地球温暖化対策計画書制度」（続き）

表:重点対策⼀覧

出典:横浜市「横浜市地球温暖化対策実施状況報告書等作成マニュアル」を基
に作成

表:⽬標対策及び事業者の発意による対策の様式

出典:横浜市「温室効果ガスの排出の抑制に関する指針の⼀部改正について」

• 現在、横浜市では、本制度の第３計画期間（平成28 年度〜平成30 年
度）中である。

• 第２計画期間において横浜市が定める重点対策の全項⽬を実施している事
業者は、制度対象事業者の27%5となっている。重点対策のうち、設備投資
を伴う「照明設備の⾼効率化」を除外すると、全項⽬を実施している事業者は
制度対象事業者の43%となる。また、重点対策毎の実施済率は多くの項⽬
が70%を超えており、重点対策の実施が着実に進んでいる。

• さらに、制度対象事業者全体（エネルギー転換事業者を除く）の温室効果ガ
ス排出量についても、第１計画期間、第２計画期間を通じて継続的に削減さ
れている。

• なお、温室効果ガス排出量の削減状況が優良と評価された事業者は、重点
対策の実施状況を含む、その他の項⽬においても優良と評価される傾向にあり、
本制度によって事業者の地球温暖化対策の質が向上し、温室効果ガスの排
出削減につながっていると考えられる。

• コベネフィットの観点では、温室効果ガスの排出削減につながる省エネルギー設
備、再エネルギー設備の導⼊に関する商取引の増加や、エネルギーセキュリティ
の向上等につながると考えられる。
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事例番号 16-01-13 事例区分 対策・施策 施策分類*1 低炭素な製品及び役務の利⽤促進

部⾨・分野 産業部⾨、業務その他部⾨、運輸部⾨ ⼿法*2 ⾃主的取組⼿法、情報的⼿法

コベネフィット 環境（公害）、防災・危機管理、商⼯・労働

団体名 ⻑野県 区分 都道府県 ⼈⼝*3 2,137,666 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要
• 本事例は、事業者に対する地球温暖化対策の推進に関する直接的な働きか

けの基盤整備として、⻑野県が導⼊した「⻑野県事業活動温暖化対策計画
書制度」（以下「本制度」という。）の事例である。

• 本制度は、制度の対象となる事業者に対し、地球温暖化対策に関する計画
の策定や、その実施状況の報告を求め、その内容を事業者と⻑野県が公表す
るものである。事業者に対する直接的な働きかけとして、⻑野県が定めた重点
的に取り組むべき対策に関する技術的な助⾔や現地調査、計画・報告への評
価・表彰を実施している。

• また、本制度では、事業所のエネルギー管理実態の把握に関する⼯夫等を
⾏っており、⻑野県と事業者側との地球温暖化対策の推進に関する効率的な
コミュニケーションを可能としている。なお、本制度の概要は以下のとおりである。

（１）制度対象事業者
対象となる事業者は以下のとおりである。
• 県内⼯場等の原油換算エネルギー使⽤量の合計が1,500kL/年以上
• 県内で事業活動において使⽤する⾃動⾞の台数が200 台以上
• 県内⼯場等のエネルギー起源CO2 以外の温室効果ガス排出量の合計が

3,000t-CO2/年以上
（２）計画期間
• 計画期間は3 年となっており、制度対象事業者は計画期間内の地球温暖化

対策の実施計画を策定する。計画書は計画期間内の初年に提出することとし
ており、実施状況は毎年度報告する必要がある。

（３）計画書・報告書に関する評価・表彰等
• 本制度における事業者と⻑野県の実施内容は図に⽰すとおりである。⻑野県

は、事業者から提出された計画内容について評価し、計画書とともに評価結果
を公表する。計画期間終了後には全計画期間の取組について評価し、その結
果を公表し、優良事業者について表彰することとしている。

• また、事業者が作成する計画書案について、さらなる温室効果ガスの削減に向
けた助⾔を⾏うとともに、毎年の取組について現地調査等による、計画実施状
況の確認、温暖化対策推進に向けた助⾔、制度への対応義務に関する指導
を⾏っている。

事業者への働きかけに関する基盤的取組「⻑野県事業活動温暖化対策計画書制度」

図:⻑野県事業活動温暖化対策計画書制度における⻑野県と事業者の実施
内容

出典:⻑野県「⻑野県地球温暖化対策条例 概要パンフレット」
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2. 特徴 3. 成果

• この事例の特徴は、以下の（１）〜（３）のとおりである。事業所単位の地
球温暖化対策の実施状況や設備ごとのエネルギー管理実態を把握するための
様式を整備するとともに、省エネ対策に関するガイドブックを作成し、事業者との
コミュニケーションを円滑にする⼯夫を⾏っている。

（１）事業者のエネルギー管理実態を把握する様式の整備
• ⼀つ⽬の特徴は、表に⽰す事業所のエネルギー管理実態を把握する様式を、

設備ごとに整備し、事業者に対して作成及び⻑野県への提出を求めている点
である。この様式によって、事業所のエネルギー管理実態を具体的に把握し、
事業者に対する助⾔等に役⽴てている。

• 現在、本制度の第1 計画期間中である。平成26 年度には、表 に⽰すように、
計画書に関する助⾔を5,000 回以上、訪問調査は20 回実施した。これら
訪問調査等の結果（助⾔内容等）については、県側の⾒解（意思表⽰）
として事業者側に通知し、事業者側における地球温暖化対策の実施や、体制
構築等への直接的な働きかけの⼿段として活⽤している。

• このような直接的なコミュニケーションの場で前述した様式等を活⽤したことに
よって、単なる温室効果ガスの排出量の把握のみではなく、これまで具体性の
乏しかった、県内の事業活動におけるエネルギー管理の実態や、地球温暖化
対策の実施における課題に関する情報を把握することが可能となった。

• コベネフィットの観点では、温室効果ガスの排出削減につながる省エネルギー設
備、再エネルギー設備の導⼊に関する商取引の増加や、エネルギーセキュリティ
の向上等につながると考えられる。

事業者への働きかけに関する基盤的取組「⻑野県事業活動温暖化対策計画書制度」 （続き）

表:エネルギー管理実態を把握する様式例

出典:⻑野県「事業活動温暖化対策計画書制度 様式第4 号」
（２）事業者向け省エネ対策ガイドブックの整備
• ⼆つ⽬の特徴は、エネルギーを使⽤する代表的な設備について、設備の概要、

温室効果ガス排出抑制や省エネルギーのための主な着眼点、それらの対策実
⾏のための留意事項等についてまとめた「事業者向け省エネ対策ガイドブック」を
整備し、事業者への助⾔の際に活⽤している点である。

（３）個別票の整備
• 三つ⽬の特徴は、事業者単位で作成する「総括票」の他に、事業所単位で作

成する「個別票」を整備し、その作成と⻑野県への提出を義務付け、訪問調査
の際の訪問先の状況把握等に役⽴てている点である。

• なお、本制度の対象は、「事業者」単位とされているが、具体的な地球温暖化
対策の実施状況（具体的なエネルギー使⽤設備の設置実態、温室効果ガス
の排出実態等）について確認する際には「事業所」単位の情報が必要となる。
本制度における「評価」についても、事業者（総括票）を対象とするものと、事
業所（個別票）を対象とするものがある。

表:⻑野県事業活動温暖化対策計画書制度の運⽤実績

出典:⻑野県「⻑野県環境エネルギー戦略【2014（平成26）年度 進捗と成
果報告書】」
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事例番号 16-01-14 事例区分 対策・施策 施策分類*1 低炭素な製品及び役務の利⽤促進

部⾨・分野 産業部⾨、業務その他部⾨、運輸部⾨ ⼿法*2 ⾃主的取組⼿法、情報的⼿法

コベネフィット 環境（公害）、防災・危機管理、商⼯・労働

団体名 名古屋市（愛知県） 区分 指定都市 ⼈⼝*3 2,269,444 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要
• 本事例は、名古屋市が、事業者とのコミュニケーションを重視した地球温暖化

対策の推進に関する基盤的制度として導⼊した「地球温暖化対策計画書制
度」（以下「本制度」という。）の事例である。

• 本制度は、制度の対象となる事業者に対し、地球温暖化対策に関する計画
の策定や、その実施状況の報告を求め、その内容を事業者と名古屋市が公表
するものである。また、事業者に対する直接的な働きかけとして、名古屋市は、
制度対象となっている事業所を訪問し、事業者とのコミュニケーションを通じて地
球温暖化対策の取組を促進している。本制度の対象となる事業者及び計画
期間は以下のとおりである。

（１）制度対象事業者
• 以下の要件に該当する事業者は「地球温暖化対策事業者」として制度対象と

なる。
燃料並びに熱及び電気の量を合算した年間の使⽤量が原油換算で800kL 以
上に該当する事業所（名古屋市内に限る）を設置⼜は管理する者
• なお、燃料及び電気の使⽤量には、事業所で運⾏等の管理を⾏っている⾃動

⾞、鉄道、船舶、航空機において使⽤する量を含む。ただし、運輸事業者につ
いては、名古屋市内における活動量（取扱い貨物量、乗降客数等）が全体
の半分以上を占める場合に限るものとしている。

（２）計画期間
• 計画期間は3 年としており、制度対象事業者は計画期間内の地球温暖化対

策の実施計画（地球温暖化対策計画書）を策定する。地球温暖化対策計
画書は計画期間内の1 年度⽬に提出することとしており、実施状況（地球温
暖化対策実施状況書）は毎年度報告する必要がある（図参照）。

事業者とのコミュニケーションを重視した地球温暖化対策の推進に関する基盤的取組「地球温暖化対策計画書制度」

（３）名古屋市による指導・助⾔
• 名古屋市では、省エネルギーの専⾨的な知識を有した「省エネルギー指導員」

が「地球温暖化対策事業者」を訪問する「省エネコミュニケーション」を実施して
いる。「省エネコミュニケーション」は、地球温暖化対策の⾃主的な取組を促進
するために実施するもので、「指導」という形態をとらず、取組や設備管理の状
況を現場で確認し、効果的な取組等についての意⾒交換、助⾔、相談という
形で。実施している。なお、「省エネコミュニケーション」の実施件数は年間100 
件程度である。

図:名古屋市における地球温暖化対策計画書制度の⼿続きの流れ

出典:名古屋市ウェブサイト「地球温暖化対策計画書制度」
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2. 特徴

3. 成果

• 本事例の特徴は、通常「エネルギー使⽤の合理化に関する法律」に規定されて
いる定期報告書等の提出が義務付けられる規模（原油換算1,500kL/年以
上）を計画書制度の対象とすることが多い中で、それよりも⼩さい規模（原油
換算800kL/年）の事業所を対象としている点と、「省エネコミュニケーション」の
機能を⾼める⼯夫として「省エネカルテ」が⽤いられている点である。詳細につい
ては、以下の（１）、（２）のとおりである。

（１）制度対象事業者の範囲の拡⼤
• ⼀つ⽬の特徴は、制度対象事業者を、名古屋市内に年間のエネルギー使⽤

量が原油換算で800kL以上の事業所を設置⼜は管理する者としている点で
ある。年間のエネルギー使⽤量が原油換算で1,500kL 以上の事業者を対象
とする計画書制度が多くみられるが、温室効果ガスの排出実態に関するチェック
の効率性や「省エネコミュニケーション」の対象を明確にするという観点から、制度
対象を「事業所単位」としている。なお、制度対象事業者に対して、制度対象
を「事業者単位」とすべきかというアンケートを実施したところ、「事業所単位」が
望ましいという意⾒が多く寄せられた。

• また、制度対象を「事業所単位」としつつ、年間のエネルギー使⽤量を原油換
算で800kL 以上とすることによって、制度対象の⼀定のカバー率を確保してい
る。

（２）「省エネカルテ」によるコミュニケーションの強化
• ⼆つ⽬の特徴は、名古屋市が、本制度によって蓄積されたデータを⽤いて、本

制度の全対象事業所の⽤途や業種別の温室効果ガス排出原単位の平均的
な値等を算定し、「省エネカルテ」として事業者側に提⽰している点である。

• 名古屋市では、この「省エネカルテ」を平成28 年度から導⼊しており、事業者
は本制度の対象となっている類似事業所との相対的な位置関係を知ることが
できる。

• この「省エネカルテ」によって、名古屋市と事業者の相互コミュニケーションの機能
を強化するとともに、事業者内における社内コミュニケーション等への活⽤を期待
している（図参照）。

• 本制度は、現在第4 期（計画書届出年度：平成28 年度〜平成30 年
度）の途中である。第1 期から第3 期までの実績は表 に⽰すとおりであり、全
ての期において排出量が削減されている。

• 特に「エネルギー使⽤の合理化に関する法律」等の対象事業所よりも⼩規模
な事業所（⼀般にエネルギー管理体制が整いにくい）も含まれている点の意
義は⼤きい。

• また、名古屋市内の事業所における省エネルギー対策を事例集としてとりまとめ、
事業所における実際の取組事例を広く紹介している。。

事業者とのコミュニケーションを重視した地球温暖化対策の推進に関する基盤的取組「地球温暖化対策計画書制度」
（続き）

図:「省エネカルテ」によるコミュニケーションの強化

出典:名古屋市提供資料

表:名古屋市における「地球温暖化対策計画書制度」の実績

出典:名古屋市ウェブサイト「温室効果ガス排出量の結果について」を基に作成
• コベネフィットの観点では、温室効果ガスの排出削減につながる省エネルギー設

備、再エネルギー設備の導⼊に関する商取引の増加や、エネルギーセキュリティ
の向上等につながると考えられる。

21

事例番号 16-01-15 事例区分 対策・施策 施策分類*1 低炭素な製品及び役務の利⽤促進

部⾨・分野 産業部⾨、業務その他部⾨ ⼿法*2 枠組規制的⼿法、経済的⼿法、情報的⼿法

コベネフィット 環境（公害）、防災・危機管理、商⼯・労働

団体名 東京都 区分 都道府県 ⼈⼝*3 13,415,349 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要
• 本事例は、事業者の地球温暖化に関する⾃主的かつ計画的な対策レベルの

底上げを図るとともに、都内のCO2 排出総量の削減を実現するため、東京都
が導⼊した「総量削減義務と排出量取引制度」（以下「本制度」という。）の
事例である。

• 東京都は、本制度により、制度の対象となる事業者に対し、温室効果ガス排
出量の削減義務を課し、⾃らの削減対策に加え、排出量取引での削減量の
調達等を認めることにより、事業者が合理的に地球温暖化対策を推進すること
ができる基盤整備を⾏った。

• 本制度では、事業者による削減義務の履⾏と排出量取引を公正なものとする
ため、温室効果ガス排出量の算定範囲やその算定⽅法を詳細に定めている。
また、事業者が算定した温室効果ガス排出量について、東京都に登録した検
証機関による第三者検証を義務付けている。

• なお、本制度は「都⺠の健康と安全を確保する環境に関する条例」に規定され
た制度である。本制度の概要は以下のとおりである。

（１）制度対象事業所
• 本制度は表の要件に該当する「事業所」を対象としている。表に⽰す全ての事

業所の所有者には、地球温暖化対策の実施計画と毎年度の実施状況を記
載する「地球温暖化対策計画書」（以下「計画書」という。）の提出を義務
付けている。

• また、「特定地球温暖化対策事業所」の所有者には、計画書の提出に加え、
「特定地球温暖化対策事業所」から排出される温室効果ガスの総量削減義
務を課している。

事業者に対し温室効果ガス排出量の削減義務を課す基盤的取組「東京都総量削減義務と排出量取引制度」

表:東京都総量削減義務制度と排出量取引制度の対象となる事業所

出典:東京都環境局「⼤規模事業所への温室効果ガス排出総量削減義務と排
出量取引制度（概要）」を基に作成

（２）削減計画期間
• 削減計画期間は5 年間である。前述した表に⽰す全ての事業所の所有者は

削減計画期間を対象とする計画書を作成し、毎年度、東京都に提出する必
要がある。削減義務が課せられている「特定地球温暖化対策事業所」の所有
者は、削減計画期間中に「特定地球温暖化対策事業所」における温室効果
ガス総排出量の削減を⾏い、削減計画期間終了後、1 年6 ヶ⽉間の整理期
間までに、削減義務を履⾏しなければならない。（下図参照）

図:削減計画期間と総量削減義務履⾏期限

出典:東京都環境局「⼤規模事業所への温室効果ガス排出総量削減義務と排
出量取引制度（概要）」
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2. 特徴

この事例の特徴は、次の（１）〜（４）のとおりである。
（１）削減義務量及び排出上限量
• ⼀つ⽬の特徴は、「特定地球温暖化対策事業所」に対し、区分別の削減義

務を課している点である。
• 削減義務量及び排出上限量の算定式は次図 に⽰すとおりである。「特定地

球温暖化対策事業所」の所有者は、削減計画期間の排出量を次図で算定
される排出上限量以下としなければならない。

事業者に対し温室効果ガス排出量の削減義務を課す基盤的取組「東京都総量削減義務と排出量取引制度」（続き）

図:削減義務量及び排出上限量の算定式

出典:東京都環境局「⼤規模事業所への温室効果ガス排出総量削減義務と排
出量取引制度（概要）」

• 制度開始当初から特定地球温暖化対策事業所に指定されていた事業所に
あっては、基準排出量は原則として、平成14 年度から平成19 年度までの間
のいずれか連続する3 か年度の排出量の平均値（どの３か年度とするかは、
事業者が選択可能。）としている。

• また、削減義務量の算定に⽤いる削減義務率は次表 のとおりである。

表:削減義務率

出典:東京都環境局「⼤規模事業所への温室効果ガス排出総量削減義務と排
出量取引制度（概要）」を基に作成

（２）総量削減義務の履⾏⼿段（排出量取引等）
• ⼆つ⽬の特徴は、⾃らの事業所で温室効果ガス排出量を削減する⼿段に加

えて、排出量取引も利⽤可能とし、更に、前期からのバンキングを利⽤可能と
している点である。

• 排出量取引等を認めることによって、制度の対象となる事業者に対し、履⾏⼿
段の選択肢を与えることができる。本制度の総量削減義務の履⾏⼿段は次図
に⽰すとおりである。

図:総量削減義務の履⾏⼿段

出典:東京都環境局「⼤規模事業所への温室効果ガス排出総量削減義務と排
出量取引制度（概要）」
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3. 成果

• 本制度の第１計画期間（平成22 年度から平成26 年度までの5 か年度）
7における対象事業所（1,300 事業所）における総CO2 排出量の推移は
次図のとおりである。平成26 年度実績で基準排出量に対して25％の削減が
達成され、5 年間で約1,400 万t-CO2 の排出量が削減された。

• また、義務履⾏のために排出量取引を⾏ったのは124 事業所で、その削減義
務に不⾜した量の合計は192.7 千t-CO2 であった。

事業者に対し温室効果ガス排出量の削減義務を課す基盤的取組「東京都総量削減義務と排出量取引制度」（続き）

（３）温室効果ガス排出量算定範囲の明確化
• 三つ⽬の特徴は、制度対象を事業所単位とすることによって、温室効果ガス排

出量の算定範囲を明確化している点である。制度対象を事業者単位とすると、
同⼀の事業所を複数の事業者が所有・使⽤している場合には、何らかの推計
による算定⼿法を⽤いて、温室効果ガス排出量を事業者別に配分せざるを得
ない。本制度は対象を事業所単位とすることによって、これらの推計による算定
⼿法を排除している。

• また、事業所範囲を次図に⽰すように明確に規定しており、その範囲における
温室効果ガスの排出量は、原則、購買伝票等により把握した事業所における
エネルギーの購買量の積み上げによって算定する。

図:事業所範囲（⼀事業所とみなす例）

出典:東京都環境局「⼤規模事業所への温室効果ガス排出総量削減義務と排
出量取引制度（概要）」
（４）温室効果ガス排出量の第三者検証
• 四つ⽬の特徴は、削減義務の履⾏、排出量取引を公正なものとするために、

事業者が算定した温室効果ガス排出量等に対する第三者検証を義務付けて
いる点である。本制度における温室効果ガス排出量等の検証は東京都に登
録している登録検証機関のみに限定している。さらに、登録検証機関のもと

• で検証業務を⾏う検証主任者についても東京都への登録を必要としている。
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事業者に対し温室効果ガス排出量の削減義務を課す基盤的取組「東京都総量削減義務と排出量取引制度」（続き）

• コベネフィットの観点では、排出削減につながる省エネルギー設備、再エネルギー
設備の導⼊に関する商取引の増加や、第三者検証業務の創出、都市のエネ
ルギーセキュリティの向上等につながると考えられる。

出典:東京都環境局「全ての対象事業所が第⼀計画期間のCO2 総量削減義
務を達成しました」を基に作成

図:対象事業所の総CO2 排出量の推移
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事例番号 16-01-16 事例区分 対策・施策 施策分類*1 低炭素な製品及び役務の利⽤促進

部⾨・分野 産業部⾨、業務その他部⾨ ⼿法*2 産業部⾨、業務その他部⾨

コベネフィット 環境（公害）、防災・危機管理、商⼯・労働

団体名 東京都 区分 都道府県 ⼈⼝*3 13,415,349 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

• 本事例は、中⼩規模事業所における温室効果ガスの排出実態等の把握や、
中⼩規模事業所への地球温暖化対策の推進に向けた働きかけを⾏うために、
東京都が導⼊した「地球温暖化対策報告書制度」（以下「報告書制度」とい
う。）の事例である。

• 東京都の区域施策編（「環境基本計画2016」に内包）では、「施策の⽅向
性」の中に、「中⼩規模事業所に対する地球温暖化対策報告書制度の運
⽤」を位置付けており、「地球温暖化対策報告書制度については、引き続き、
業界と連携した広報等を通じて制度の周知を図るとともに、取組成果の⾼い
事業所の公表等、事業者の取組意欲を喚起する効果的な運⽤を進めてい
く。」としている。

• なお、「報告書制度」は「都⺠の健康と安全を確保する環境に関する条例」に
規定された制度である。

• この報告書制度では、都内に同⼀事業者が設置している中⼩規模事業所
（前年度の原油換算エネルギー使⽤量が30kL 以上1,500kL 未満の事業
所等）の前年度の原油換算エネルギー使⽤量の合計が、年間3,000kL 以
上になる事業者に対し、事業所等の報告書（地球温暖化対策報告書）を
取りまとめて提出し、公表する義務を課している。

• なお、⼤規模事業所（前年度の原油換算エネルギー使⽤量が年間
1,500kL 以上の事業所）に対しては、別途「都⺠の健康と安全を確保する
環境に関する条例」に規定された「総量削減義務と排出量取引制度（キャッ
プ&トレード制度）」への対応が義務付けられている。

• この事例の特徴は、東京都が、地球温暖化対策報告書を提出する中⼩規模
事業者に対して、温室効果ガスの削減に取り組むためのツール類を提供すると
ともに、各種助成事業や都内中⼩クレジットといった経済的な⽀援策を整備し
ている点である。また、これらの⽀援策を活⽤するために、報告書の義務提出の
対象とならない中⼩規模事業所による、⾃主的な地球温暖化対策報告書の
提出を可能としている。これらの特徴の詳細については、以下の（１）〜
（３）のとおりである。

（１）中⼩規模事業所に対する各種ツールの提供
• ⼀つ⽬の特徴は、⼈材や資⾦⾯等で課題を抱える中⼩規模事業所等が、⼀

層の温室効果ガスの削減に取り組めるような環境づくりが重要であることから、
次図に⽰すPR シートや「低炭素ベンチマーク」等のツール類を提供している点
である。

中⼩規模事業所への温室効果ガス排出量の削減に向けた働きかけに関する基盤的取組「東京都地球温暖
化対策報告書制度」

出典:東京都「平成28 年度 都内中⼩規模事業所の地球温暖化対策報告書
制度リーフレット」

図:各種提供ツール類

（２）地球温暖化対策報告書に関連した⽀援策
• ⼆つ⽬の特徴は、中⼩規模事業所におけるエネルギー使⽤の合理化に向けた

⽀援策として、各種助成事業や、都内中⼩クレジットの発⾏を位置付け、それ
らの⽀援を受けるための要件に、地球温暖化対策報告書の提出を位置付け
ている点である。

• また、地球温暖化対策の推進の⼀環として⾏う省エネルギー設備及び再⽣可
能エネルギー設備の取得を税制⾯から⽀援するため、法⼈事業税、個⼈事業
税の減免等を実施している。



26*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

3. 成果

中⼩規模事業所への温室効果ガス排出量の削減に向けた働きかけに関する基盤的取組「東京都地球温暖
化対策報告書制度」（続き）

出典:東京都「平成28 年度 都内中⼩規模事業所の地球温暖化対策報告書
制度リーフレット」

図:地球温暖化対策報告書に関連した⽀援策

（３）事業者の⾃主的な参加
• 本制度は、報告書の義務提出の対象とならない都内の全ての中⼩規模事業

所についても、⾃主的な地球温暖化対策報告書の提出を可能としている。

• 直近３ヶ年度の報告書提出状況は表のとおりである。制度開始から毎年度3 
万を超える事業所から報告書が提出され、平成27 年度の提出事業所数は
過去最多となった。

• また、報告書を平成23 年度から5 年連続で提出している事業所のCO2 排
出量（23,786 事業所の合計値）の推移は次図に⽰すとおりである。平成
26 年度の排出量は、震災直後の負担の⼤きい取組で排出量が⼤幅に減少
した平成23 年度を下回り、中⼩規模事業所では節電・省エネルギーの取組
が⼀層推進されていることが分かった。

• コベネフィットの観点では、排出削減につながる省エネルギー設備、再エネルギー
設備の導⼊に関する商取引の増加や、都市のエネルギーセキュリティの向上等
につながると考えられる。

表:直近３ヶ年度の報告書提出状況

出典:東京都「報道発表資料2016 年2 ⽉25 ⽇ 環境局「地球温暖化対策
報告書制度<平成27 年度提出（平成26 年度実績分）>」

図:5 年連続して報告書を提出した事業所の排出量集計結果（23,786 事業
所）

出典:東京都「報道発表資料2016 年2 ⽉25 ⽇ 環境局「地球温暖化対策
報告書制度<平成27 年度提出（平成26 年度実績分）>」
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事例番号 16-01-17 事例区分 対策・施策 施策分類*1 低炭素な製品及び役務の利⽤

部⾨・分野 産業部⾨、業務その他部⾨ ⼿法*2 経済的⼿法

コベネフィット 環境（公害）、防災・危機管理、商⼯・労働

団体名 東京都 区分 都道府県 ⼈⼝*3 13,415,349 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要
• 本事例は、中⼩企業や個⼈事業者が、東京都により指定された省エネルギー

設備等を導⼊する際に、東京都が設備の取得価格（上限2 千万円）の2 
分の１を事業税額から減免する事例である。

• 東京都の「中⼩企業者向け省エネ促進税制」の概要は表のとおりである。

中⼩企業者の低炭素設備導⼊に関する環境減税制度「中⼩企業者向け省エネ促進税制」

表:「中⼩企業者向け省エネ促進税制」の概要

出典:東京都「中⼩企業者向け省エネ促進税制（法⼈事業税の減免）」パンフ
レットを基に作成

• 東京都では、都内の中⼩規模事業所のCO2 排出量が、産業、業務部⾨に
おけるCO2 排出量の約６割を占める。また、中⼩企業や個⼈事業者は⼤企
業と⽐較して、設備投資に対する資⾦⼒が⼗分でないため、省エネ対策が進
みにくい状況にある。そこで東京都では、中⼩規模事業所における⾃主的な

• 省エネ努⼒へのインセンティブとして、中⼩企業や個⼈事業者を対象とした、全
国の⾃治体初の省エネルギー設備導⼊への減税制度を平成21 年4 ⽉から
開始している。

• 減免を申請する際には、中⼩企業者であることに加え、「地球温暖化対策報
告書」を提出していることが必要となる。
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2. 特徴 3. 成果

• この事例の特徴は、東京都が減免対象設備を指定することにより、対象設備
の温室効果ガス削減効果の確保が図られているとともに、「地球温暖化対策
報告書」により、設備導⼊後の削減効果のチェックを可能としている点である。
これらの特徴の詳細については、以下の（１）、（２）のとおりである。

（１）対象設備の指定による温室効果ガス削減効果の担保
• 東京都では、減免の対象設備を、製造業者（メーカー）の申請に基づき東京

都が指定した以下の設備とすることによって、設備が導⼊された場合の温室効
果ガス削減効果の確保を図っている。

空調設備（エアコンディショナー、ガスヒートポンプ式冷暖房機）
照明設備（蛍光灯照明器具、LED 照明器具、LED 誘導灯器具）
⼩型ボイラー設備（⼩型ボイラー類）
再⽣可能エネルギー設備（太陽光発電システム、太陽熱利⽤システム）
• なお、東京都は、対象設備の指定基準を「都内の中⼩規模事業所における

地球温暖化対策推進のための導⼊推奨機器指定要綱」で定めており、随時
対象設備のリストを更新している。

（２）「地球温暖化対策報告書」の提出による削減効果の把握
• ⼆つ⽬の特徴は、減免を申請する際の要件に、「地球温暖化対策報告書」の

東京都への提出を含めることによって、減免対象とした設備の導⼊による削減
効果のチェックを可能としている点である。

• なお、「地球温暖化対策報告書」には、事業所ごとの温室効果ガスの排出量
や、具体的な省エネルギー対策が記載され、東京都に報告されることになる。

• 制度創設以降の平成22 年度から27 年度までの累計で、法⼈事業税の減
免額は約11 億6,000 万円、個⼈事業税の減免額は約8,500 万円である。

• 中⼩企業等の省エネ等設備導⼊が促進されることによって、光熱費等の削減
による⽣産性の向上につながるとともに、エネルギーセキュリティの向上にもつなが
る。なお、現在の要件に位置付けられている「地球温暖化対策報告書」の提
出の件数は、義務提出が約22,000 事業所、任意提出が約12,000事業
所となっている。

• また、減免の対象設備を東京都が指定することにより、対象設備の付加価値
が向上し、販売促進につながる。

中⼩企業者の低炭素設備導⼊に関する環境減税制度「中⼩企業者向け省エネ促進税制」
（続き）
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事例番号 16-01-18 事例区分 対策・施策 施策分類*1 低炭素な製品及び役務の利⽤

部⾨・分野 産業部⾨、業務その他部⾨ ⼿法*2 情報的⼿法、⼿続的⼿法

コベネフィット 環境（公害）、環境（廃棄物）、商⼯・労働

団体名 川崎市（神奈川県） 区分 指定都市 ⼈⼝*3 1,459,768 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要 2. 特徴
• 本事例は、川崎市内の企業が有する優れた環境技術を活かした地球規模で

の温室効果ガスの排出削減を推進するため、川崎市が、市内企業の環境技
術が市域外で温室効果ガスの削減に貢献している量（以下「域外貢献量」と
いう。）を「⾒える化」し、企業が市場で適切に評価される仕組みとして、平成
25 年度から導⼊した「川崎メカニズム認証制度」の事例である。

• 本制度は、平成28 年度から川崎市と産業⽀援団体等から構成される「低
CO2 川崎ブランド等推進協議会」（以下「協議会」という。）が運営している。
申請者は、「域外貢献量算定ガイドライン」に則り「域外貢献量」を算定し、協
議会の事務局である川崎市へ申請書を提出する。その後は、次図に⽰すとお
り、協議会が委託する審査機関の審査を経て、「低CO2 川崎ブランド等推進
協議会」が審査結果を協議の上、「域外貢献量」を認証する。

• なお、「域外貢献量」の認証を受けた事業者は、川崎メカニズムロゴマークの使
⽤が認められるとともに、「域外貢献量」を、川崎市が導⼊している「事業活動
地球温暖化対策計画書・報告書制度」の調整後排出量へ反映することがで
きる。

• 本事例の特徴は、区域外の温室効果ガスの排出削減に貢献している事業者
が、市場で適切に評価される仕組みをつくることによって、川崎市内の事業者の
環境技術を活かした地球規模での温室効果ガス排出削減と川崎市の産業振
興の促進の両⽴を図っている点である。

• 「域外貢献量」の考え⽅は、次図 に⽰すとおりである。従来製品と⽐較して、
新たな製品や技術によって、温室効果ガスの排出量がどの程度抑制されるかを
把握し、新たな製品や技術に関する川崎市内事業者の寄与率、また、新たな
製品や技術の普及量をもって「域外貢献量」を算定するというものである。

• 川崎市は、「域外貢献量算定ガイドライン」を作成し、これらの算定⼿法を⽰し
ている。

区域内企業の環境技術による区域外の温室効果ガス削減貢献量の評価制度「川崎メカニズム認証制度」

図:「域外貢献量」等の認証までの全体フロー

出典:低CO2 川崎ブランド等推進協議会「平成28 年度川崎メカニズム認証制
度応募要領」

図:域外貢献量の考え⽅

出典:川崎メカニズム認証制度ウェブサイト
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3. 成果
• 平成29 年3 ⽉現在で18 件の「域外貢献量」が認証され、平成26 年度の

「域外貢献量」は2,849千t-CO2/年であった。この「域外貢献量」は、区域施
策編の基準年度である1990 年（平成4 年）度の川崎市域の温室効果ガ
ス排出量の9.8％に相当する。

• なお、認定された「域外貢献量」とその製品・技術の内容を協議会がウェブサイ
トで⽇本語、英語、中国語で情報発信することによって、それらの製品・技術が
市場で評価される仕組みとなっている。

区域内企業の環境技術による区域外の温室効果ガス削減貢献量の評価制度「川崎メカニズム認証制度」
（続き）
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事例番号 16-01-19 事例区分 対策・施策 施策分類*1 低炭素な製品及び役務の利⽤促進

部⾨・分野 産業部⾨、業務その他部⾨ ⼿法*2 経済的⼿法、⾃主的取組⼿法

コベネフィット 環境（公害）、防災・危機管理、商⼯・労働

団体名 相模原市（神奈川県） 区分 指定都市 ⼈⼝*3 716,643 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要 2. 特徴
• 本事例は、相模原市が、事業者による計画的な地球温暖化対策を促進する

ため、国や神奈川県の制度対象とならない中⼩規模事業者を対象とした「地
球温暖化対策計画書制度」を導⼊した事例である。

• 相模原市は、市域の特性として、区域内全体の温室効果ガス排出量の約5 
割が産業部⾨や業務部⾨からの排出量となっており、また、従業員20 ⼈未満
の事業所が全事業所数の約9 割を占めている。

• このため、「相模原市地球温暖化対策推進条例（平成24 年12 ⽉公
布）」により中⼩規模事業者への⽀援を掲げ、平成25 年度より⽀援事業を
実施することとした。

• また、中⼩規模事業者が、⾃らの事業活動に伴って排出する温室効果ガスを
削減するための計画を策定して市に提出することができる「地球温暖化対策計
画書制度」を平成25 年度から実施することとした。

• なお、「地球温暖化対策計画書制度」における計画書の作成・提出は、以下
の条例の抜粋に⽰すように中⼩規模事業者の任意としている。

• 本事例の特徴は、他の制度との重複を回避するために、国や神奈川県の制度
の対象とならない全ての中⼩規模事業者を制度の対象（ただし計画書の作
成・提出は任意）としている点と、計画書提出事業者の拡⼤策を講じている
点である。詳細は以下の（１）、（２）のとおりである。

（１）制度対象は国や神奈川県の制度の対象とならない全ての中⼩規模事業
者
• ⼀つ⽬の特徴は、「地球温暖化対策計画書制度」の対象を、相模原市内に

事業所を有する事業者であって、以下の条件に該当しない事業者とすることに
よって、他の制度との重複を回避している点である。このような⼯夫を⾏うことに
よって、事業者側の負担感の軽減や、⾏政機関（国、神奈川県、相模原
市）からの地球温暖化対策の推進に向けた働きかけ対象の拡⼤が期待され
る。また、相模原市としても、相模原市の特性である、事業者数の多い中⼩規
模事業者に特化した地球温暖化対策⽀援事業を実施することができる。

「エネルギーの使⽤の合理化に関する法律」に規定する「特定事業者」、「特定連
鎖化事業者」「特定貨物輸送事業者」、「特定荷主」
「神奈川県地球温暖化対策推進条例」に規定する「特定⼤規模事業者」
• なお、上記の「エネルギーの使⽤の合理化に関する法律」や「神奈川県地球温

暖化対策推進条例」の要件に該当する事業者であっても、「中⼩企業基本
法」で規定される中⼩企業である場合は「地球温暖化対策計画書制度」の対
象としている。

（２）計画書提出の誘導策
• ⼆つ⽬の特徴は、任意対応としている計画書の提出に対して、表 に⽰す相模

原市からの⽀援策を整備し、計画書提出事業者の拡⼤策を講じている点であ
る。

• 具体的には、計画書作成の際に、省エネアドバイザー派遣事業等を活⽤した
省エネ診断の受診を必須としており、計画書提出後は更なる⽀援として設備
導⼊に関する補助⾦を活⽤することができる。

国や県の制度対象とならない中⼩規模事業者を対象とした計画書制度の実施

出典:「相模原市地球温暖化対策推進条例」より⼀部抜粋
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3. 成果

国や県の制度対象とならない中⼩規模事業者を対象とした計画書制度の実施（続き）

表:事業者の地球温暖化対策に関する相模原市の⽀援

出典:相模原市「相模原市地球温暖化対策推進条例 地球温暖化対策計画
書制度の⼿引き」を基に作成

• 次表に相模原市の「地球温暖化対策計画書制度」の実績を⽰す。平成25 
年度〜平成27 年度を計画期間とする事業者の温室効果ガス排出量の合計
は、業績向上により排出量が増加した事業者の影響により、基準年度⽐で増
加している。⼀⽅、平成26 年度〜平成28 年度、平成27 年度〜平成29 
年度を計画期間とする事業者の温室効果ガス排出量の合計は、基準年度と
⽐較して減少する⾒込みとなっている。

表:相模原市地球温暖化対策計画書制度の実績

出典:相模原市「相模原市地球温暖化対策実⾏計画実施状況報告書（平成
27 年度報告）」

• なお、平成25 年度から平成28 年度の4 年間における「中⼩規模事業者省
エネルギー等導⼊⽀援補助⾦」の申請件数は99 件であり、119 件の設備導
⼊に関して補助⾦が活⽤された。これらの設備導⼊によるCO2 削減量は次図
のとおりであり、合計で744t-CO2/年の削減につながっている。

図:「中⼩規模事業者省エネルギー等導⼊⽀援補助⾦」を活⽤した設備導⼊に
よるCO2 削減量

出典:相模原市提供資料
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事例番号 16-01-20 事例区分 対策・施策 施策分類*1 低炭素な製品及び役務の利⽤

部⾨・分野 産業部⾨、業務その他部⾨ ⼿法*2 ⾃主的取組⼿法、情報的⼿法

コベネフィット 環境（公害）、環境（廃棄物）、商⼯・労働

団体名 滋賀県 区分 都道府県 ⼈⼝*3 1,419,863 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

• 本事例は、滋賀県が、区域内の事業者を対象として導⼊している「事業者⾏
動計画書制度」（以下「計画書制度」という。）において、「計画書提出義務
対象事業者」が滋賀県へ提出する計画書や報告書に、⾃らの「事業活動によ
り他者の温室効果ガス排出削減に貢献する取組の評価」（貢献量評価）の
結果を⽰せるようにした事例である。

• 貢献量評価では、社会全体での温室効果ガス排出量の削減に貢献する事業
活動を評価対象としている。貢献量評価を計画書制度に組み込むことで、計
画書制度が事業所内でのエネルギー使⽤抑制（使⽤合理化）のみならず、
事業者が⾃らの事業活動による地球温暖化対策への貢献度合いをより⼤きく
する⽅向に誘導していくことが可能となった。

• なお、滋賀県は、貢献量評価に関する考え⽅や算定⽅法等について整理した
「滋賀県製品等を通じた貢献量評価⼿法算定の⼿引き」を作成し、事業者
側に提供することで、制度への対応⽅法（計画書等への記載⽅法）や、その
考え⽅の周知を図っている。

• 滋賀県は、平成23 年3 ⽉に制定した条例に基づき、平成24 年３⽉に「滋
賀県低炭素社会づくり推進計画」を策定し、低炭素社会づくりの実現に向け、
必要な施策を総合的かつ計画的に進めている。滋賀県では、この低炭素社会
を「温室効果ガスの排出削減等」と「経済・社会の持続的な発展」とが両⽴し
ている社会と位置付けている。

• 本事例の特徴は、上記の考え⽅を踏まえ、計画書制度において、事業所にお
ける温室効果ガスの削減効果とは別に、省エネ効果の⾼い製品・サービスや再
⽣可能エネルギーを活⽤する製品等を⽣み出すことによる貢献量を計画書等
で表現できるようにした点である。

• 具体的な貢献量評価の評価対象（他者の温室効果ガス排出削減に貢献す
る取組）は、次図 に⽰すとおりである。省エネ効果の⾼い製品・サービスや、再
⽣可能エネルギーを活⽤する製品などを⽣み出すことで、それらが無い場合と⽐
べて、使⽤段階も含めた社会全体での温室効果ガス排出量の削減に貢献す
る⾏為を評価対象としている。

他者の温室効果ガス排出削減に貢献する事業活動に関する評価「事業者⾏動計画書制度」

図:貢献量評価とは 〜事業活動を⾒る新たな評価〜

出典:滋賀県「滋賀県における製品等を通じた貢献量評価の取組について」
• 製品の使⽤段階における貢献量の算定⽅法の例を表 に⽰す。これらの貢献

量の算定⽅法は「滋賀県製品等を通じた貢献量評価⼿法算定の⼿引き」に
⽰している。貢献量評価の対象製品に対する⽐較対象製品をベースラインとし、
貢献量評価対象製品と⽐較対象製品を使⽤した場合の温室効果ガス排出
量の差を貢献量として算定する。
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3. 成果
• 平成26 年度の実績（平成27 年度の報告）では、報告書が提出された

350 事業所中、他者の温室効果ガス排出削減に貢献する取組は139 事業
所で記載されていた。その内訳は、93 事業所（67％）が、「製品等の製造」
に関する内容であった。貢献の程度については、貢献量を定量的に試算できた
20 件を対象に試算した結果、およそ310 万t-CO2/年となり、県域の温室効
果ガス排出量の約22％に相当する量となった。

• 20 事業所の貢献取組のうち、貢献量が最も多かったのは、太陽光パネルの製
造であり、以下エコカーやその部品、省エネ型産業⽤機器、LED 照明、住宅
⽤断熱パネルなどの製造が⼤きな割合を占めている。

• コベネフィットの観点では、貢献量評価により環境配慮型の製品やサービスの拡
⼤による環境負荷の低減とともに、それらの製品やサービスを⽣み出す地域産
業等の発展につながっている。

他者の温室効果ガス排出削減に貢献する事業活動に関する評価「事業者⾏動計画書制度」
（続き）

表:貢献量の算定⽅法の例（製品の使⽤段階における貢献量）

出典:滋賀県「滋賀県製品等を通じた貢献量評価⼿法 算定の⼿引き＜実践
編＞」
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事例番号 16-01-21 事例区分 対策・施策 施策分類*1 低炭素な製品及び役務の利⽤

部⾨・分野 業務その他部⾨、家庭部⾨ ⼿法*2 経済的⼿法、情報的⼿法

コベネフィット 農林⽔産、商⼯・労働、地域振興・まちづくり

団体名 京都市（京都府） 区分 指定都市 ⼈⼝*3 1,419,549 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

• 本事例は、京都市が、「⽊の⽂化を⼤切にするまち・京都」として、区域内の林
業や⽊材加⼯業の活性化と、低炭素な地域循環の両⽴を⽬指し、区域内の
森林等で産出された⽊材（以下「区域産⽊材」という。）に「みやこ杣⽊（そ
まぎ）」の認証マークを明⽰し、区域内での利⽤を推奨した事例である。

• 京都市では、「京町家」に象徴される⽊材等⾃然素材を⽤いた京都の建築⽂
化が培われているが、その⼀⽅で、他の地域と同様、林業の衰退とそれに伴う
森林の荒廃が問題になっていた。

• そこで、平成19 年から、域内の森林及び域内の林業事業体が⽣産活動を⾏
う区域産⽊材に「みやこ杣⽊」の認証マークを明⽰し、その区域内での利⽤を
推奨する制度を開始した。

• 本事例の特徴は、区域産⽊材のブランド化と需要拡⼤策により、区域産⽊材
の地産地消の持続性を⾼めている点である。これらの詳細については、以下の
（１）、（２）のとおりである。京都市は、この制度を区域施策編の「社会像
２ 森を再⽣し「⽊の⽂化」を⼤切にするまち」の推進⽅針である「地域産⽊材
の活⽤」の具体的施策に位置付け、⼤気中の⼆酸化炭素の固定、⽊材の輸
送に係る温室効果ガスの排出抑制等を進めている。

（１）区域産⽊材のブランド化
• 京都市及びその周辺では、寺社等がその改修のための⽊材を調達するための

森林（杣⼭）を保有して樹⽊を育成してきた。⼀つ⽬の特徴は、この地域に
根差した⽂化を、「みやこ杣⽊」というブランド化に活⽤し、林業の活性化及び
森林資源の低炭素な地域循環につなげている点である。

• 「みやこ杣⽊」の認証の仕組みは次図に⽰すとおりである。「京都市域産材供
給協会」が、「みやこ杣⽊」の認証マーク表⽰材を供給する「⽣産事業体」を認
定登録する。京都市は「みやこ杣⽊」の産地表⽰にかかる資格認定・検査・指
導等の認証制度の運⽤に対する⽀援、制度の広報等の役割を担うほか、公
共施設の整備等の際に「みやこ杣⽊」の積極的な調達に努めている。

低炭素な区域産⽊材の利⽤促進に向けた認証制度「 “みやこ杣⽊” 認証制度」

図:「みやこ杣⽊」の認証の仕組み

出典:京都市ウェブサイト「「みやこ杣⽊」認証制度（京都市⽊材地産表⽰制
度）」パンフレット
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3. 成果

• 本事例の進捗管理指標として、⽣産事業体として登録された事業体数が設
定されている。

• 登録事業体の増加件数の⽬標値が4 事業体/年であるのに対し、進捗状況
は8 事業体/年以上（平成24 年度に33 団体だったものが、平成28 年度
には68 団体に増加）となった。

• また、京都市による市公共施設等への「みやこ杣⽊」の使⽤量は、平成26 年
度と⽐較して、平成27 年度は100m3 から315m3 に増加した。

• 区域産⽊材である「みやこ杣⽊」の使⽤量を増加させることによって、⼤気中の
⼆酸化炭素の固定、⽊材の輸送に係る温室効果ガスの排出抑制等につな
がっている。なお、区域施策編（平成29 年3 ⽉改定予定）では、再エネ導
⼊量・森林吸収量を合わせた2020 年度の温室効果ガス削減⾒込量を
10.6万t-CO2 と試算している。

• コベネフィットの視点では、区域産⽊材の利⽤が促進されることによって、地域の
森林・林業を活性化させ、森林の保全による⽔源かん養、⼟砂流出防⽌、国
⼟保全など森林の持つ多くの機能の増進につながっている。

低炭素な区域産⽊材の利⽤促進に向けた認証制度「 “みやこ杣⽊” 認証制度」（続き）

（２）区域産⽊材の需要拡⼤策の実施
• ⼆つ⽬の特徴は、「みやこ杣⽊」を含めた地域産⽊材の利⽤を特定建築主に

義務付け、また、以下に⽰すような、推進機関による「みやこ杣⽊」の提供事業
に対し、補助⾦の交付を⾏うことで「みやこ杣⽊」ブランドの持続性を⾼めている
点である。
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事例番号 16-01-22 事例区分 対策・施策 施策分類*1 低炭素な製品及び役務の利⽤

部⾨・分野 家庭部⾨ ⼿法*2 情報的⼿法

コベネフィット 教育・⽂化、商⼯・労働

団体名 東京都 区分 都道府県 ⼈⼝*3 13,415,349 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要
• 本事例は、統括団体に所属する「省エネアドバイザー」が、無料で希望者の家

庭や東京都内の市区町村・町内会等を訪問し、省エネに関する助⾔や光熱
費の節約効果の説明を実施する「家庭の省エネアドバイザー制度」を東京都が
運⽤している事例である。

• 東京都の温室効果ガス排出量の約3 分の１は家庭部⾨から排出されている。
また、東京都内の最終エネルギーの全体消費は、2014 年度（速報値）に
2000 年度⽐で19％減少しているものの、家庭部⾨では2.9％増加している。

• 東京都では、このような状況にある家庭部⾨における地球温暖化対策の促進
を⽬的として、「クール・ネット東京」を通じ、「家庭の省エネアドバイザー制度」の
周知を⾏うとともに、①統括団体の募集及び認定、②省エネアドバイザー研修
等による⼈材育成、③省エネアドバイザーの登録及び公表、④統括団体に対
する指導、助⾔等を⾏っている。

• 「家庭の省エネアドバイザー制度」における、家庭の省エネアドバイスの申し込み
⽅法については、次図に⽰すとおりである。

「家庭の省エネアドバイザー制度」による家庭部⾨の地球温暖化対策の推進

図:家庭の省エネアドバイス申し込み⽅法

出典:東京都地球温暖化防⽌活動推進センターウェブサイト「家庭の省エネアドバイ
ザー制度」

2. 特徴
• 本事例の特徴は、省エネアドバイザーが所属する統括団体の要件を、「省エネ

のノウハウを持つとともに、業務の中で家庭を直接訪問する機会その他家庭との
接点を有している事業者」としている点である。この要件を設けることによって、
家庭との関わりが深く、省エネに関するノウハウを持つ企業を通じ、家庭に対して
地球温暖化対策に関する効果的かつ効率的な働きかけを⾏うことができる。

• また、都から統括団体に対しては、アドバイス活動に対する報酬を⽀払っておら
ず、統括団体は社会貢献活動の⼀環として実施していることから、⽐較的低
予算で制度の運⽤が可能となる。

• 「家庭の省エネアドバイザー制度」おける東京都、統括団体、家庭の関係性は
次図に⽰すとおりである。

図:制度の仕組み

出典:東京都環境局ウェブサイト「家庭の省エネアドバイザー制度」
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3. 成果
• 「家庭の省エネアドバイザー制度」により、都⺠（家庭）の環境意識が向上し、

家庭からの温室効果ガスの削減効果が期待される。また、セミナーや地域の集
いにおける省エネアドバイスも実施することから、地域活動におけるテーマの⼀つ
として活⽤することができる。

• 省エネアドバイスの件数と、省エネアドバイザーの養成数については、平成27 年
度には159 件のアドバイスを実施、91 名の省エネアドバイザーを養成している。
また、省エネアドバイザー研修は平成26 年度に3 回、平成27 年度に4 回開
催している。

「家庭の省エネアドバイザー制度」による家庭部⾨の地球温暖化対策の推進
（続き）

• なお、平成29 年３⽉時点での統括団体は、⽣活協同組合パルシステム東
京、東京ガス株式会社、⼀般社団法⼈⽇本住宅リフォーム産業協会、東京
ガスリックリビング株式会社、株式会社サイサン、世⽥⾕⽬⿊農業協同組合、
⻘梅ガス株式会社、武陽ガス株式会社、昭島ガス株式会社、エネックス株式
会社、多摩市住宅建設組合、株式会社フォレストホームサービスの12 団体で
ある。
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事例番号 16-01-23 事例区分 対策・施策 施策分類*1 低炭素な製品及び役務の利⽤

部⾨・分野 家庭部⾨ ⼿法*2 経済的⼿法、情報的⼿法

コベネフィット 農林⽔産、健康福祉、商⼯・労働、地域振興・まちづくり

団体名 ⻑野県 区分 都道府県 ⼈⼝*3 2,137,666 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要
• 本事例は、⻑野県が、住宅の断熱性能の向上による住宅からの温室効果ガス

の発⽣抑制と、林業の活性化の双⽅を促進するために、最新の省エネ基準に
適合し、かつ県産⽊材を活⽤した新築住宅に助成⾦を⽀給している事例であ
る。

• ⻑野県は、広⼤な⼭岳地をかかえ寒冷地が広いため、住宅の断熱性能の向
上により、⼤きな省エネ効果が期待できる。また、⽇本で有数の林産県でもあり、
林業の活性化が課題となっている。そこで、⻑野県は、林業の活性化を実現す
るため、「信州健康エコ住宅推進事業」を実施している。

• この事業は、最新の住宅省エネ基準「建築物エネルギー消費性能基準」に適
合し、県産⽊材を活⽤した住宅を新築する場合に、最⼤80 万円（表の「基
本基準」を満たす場合に30 万円、「選択基準」のいずれかに該当するごとに10 
万円を加算）を⻑野県が助成する事業である。

• この事業の実施により、住宅の省エネ性能の向上や、県産⽊材の活⽤が進ん
でいる。

県産材を活⽤した住宅の断熱化による省エネの推進「信州健康エコ住宅推進事業」

表:信州健康エコ住宅推進事業の助成要件

出典:⻑野県「平成28 年度 信州健康エコ住宅助成⾦ チラシ」
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2. 特徴 3. 成果

• 本事例の特徴は、断熱性の⾼い新築住宅への助成の条件に、「⼀定以上の
県産材の利⽤」を盛り込むことで、断熱性の⾼い住宅の普及と区域内の林業
の活性化を両⽴している点である。

• なお、⻑野県の区域施策編に⽰された、⽬指す具体的な姿（県⺠⽣活）は
次図 に⽰すとおりである。

• 図には、県産材の利⽤や⾼断熱化が⽰されており、「信州健康エコ住宅推進
事業」は、⽣活者（家庭⽣活）における、この具体的な姿を実現するための
施策の⼀つである。

• 「信州健康エコ住宅推進事業」の成果は以下のとおりである。
① 県産⽊材（信州⽊材認証製品）出荷量5,322m3 のうち信州健康エコ住
宅分3,082m3（平成26 年度実績）
② 新築住宅における建築物エネルギー消費性能基準（断熱性能）適合率は
約７割（平成27 年度抽出調査 中間集計）
③ 「信州健康エコ住宅助成⾦」交付申請受付状況（H28 年11 ⽉28 ⽇時
点）
• 平成28 年度⼯事完了分 112 件
• 平成29 年度⼯事完了分 7 件
また、県産材の利⽤に伴う林業・住宅産業の活性化とともに、適切な森林管理に
よる⽔源かん養、⼟砂流出防⽌、国⼟保全等の森林の持つ多くの機能の増進等
が期待される。また、断熱性の⾼い住宅の建築によるヒートショックの抑制等、健康
⾯の効果も期待することができる。

県産材を活⽤した住宅の断熱化による省エネの推進「信州健康エコ住宅推進事業」
（続き）

図:区域施策編に⽰された⽬指す具体的な姿（県⺠⽣活）

出典:⻑野県「⻑野県環境エネルギー戦略〜第三次⻑野県地球温暖化防⽌
県⺠計画〜」
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事例番号 16-01-24 事例区分 対策・施策 施策分類*1 地域環境の整備及び改善

部⾨・分野 業務その他部⾨、運輸部⾨ ⼿法*2 ⾃主的取組⼿法

コベネフィット 教育・⽂化、防災・危機管理、地域振興・まちづくり

団体名 柏市（千葉県） 区分 中核市（施⾏時特
例市を含む。）

⼈⼝*3 409,001 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

• 本事例は、世界⽔準の先端的な国際学術研究都市・次世代環境都市を⽬
指すため、柏市、千葉県、東京⼤学、千葉⼤学、三井不動産株式会社等が
連携・協働し、国際学術研究都市・次世代環境都市（柏の葉国際キャンパ
スタウン）づくりを推進する事例である。

• ⼤学、研究機関等が集約する「柏の葉」地域には、平成17 年度のつくばエク
スプレスの開通を契機として、ショッピングモールやマンション整備が進められた。

• 柏市、千葉県、東京⼤学、千葉⼤学は発展する「柏の葉」地域の将来像を、
世界⽔準の先端的な国際学術研究都市・次世代環境都市と定め、平成20 
年に本地域の都市づくりを具体的に実践するための構想である「柏の葉国際
キャンパスタウン構想」をとりまとめた。この構想に基づき、公・⺠・学が連携し、
構想実現に向けた事業を進めている。

• 本事例の特徴は、「柏の葉国際キャンパスタウン構想」に⽰された世界⽔準の
先端的な国際学術研究都市・次世代環境都市の実現に向けた取組を公・
⺠・学連携により推進している点である。

• 代表的な事業の内容は以下の（１）、（２）のとおりである。なお、これらの
事業は、地域活性化総合特区、環境未来都市の指定を受け進めている。

（１）「柏の葉AEMS（エリアエネルギーマネジメントシステム）」の導⼊
• 「柏の葉AEMS」は、オフィスや商業施設、ホテル、住宅等の各施設と、太陽光

発電や蓄電池等の電源施設を⾃営線とネットワークでつなぎ、地域エネルギー
の⼀元管理を⾏うことで、柏の葉キャンパス駅周辺街区のピークシフト、ピーク
カットを可能としている。また、災害時や停電時にも、住宅地区に商業施設等
の⾮常⽤発電による電⼒供給を可能としている（次図参照）。

• 本システムの導⼊により、地域全体の効率的な電⼒利⽤が可能となり、⼆酸
化炭素排出の抑制につながる。

公・⺠・学連携による最先端都市整備「柏の葉国際キャンパスタウン構想」

図:「柏の葉AEMS」イメージ図

出典:柏の葉スマートシティウェブサイト「環境への取り組み Energy & 
Environment」
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3. 成果
• 「柏の葉国際キャンパスタウン構想」の実現に向けた、事業の進捗管理について

は、地域活性化総合特区計画及び環境未来都市計画の評価指標によりフォ
ローアップされている。主なものとしては、「柏の葉AEMS」による駅前街区の温
室効果ガスの排出量の削減量があり、2005 年度東京都地球温暖化対策
計画書制度⽤途別CO2 排出原単位の平均値⽐で、40％の削減⽬標を達
成した。

• また、「マルチ交通シェアリングサービス」の利⽤者数については、実証実験開始
から４年⽬の平成27 年度末には、⽬標値であった1,000 名を越し、⽬標を
達成している。

• コベネフィットの観点では、「柏の葉AEMS」によりもたらされる、災害等に強いま
ちづくり効果や、移動⼿段を地域コミュニティでシェアすることによる住⺠間の連
携などが考えられる。

公・⺠・学連携による最先端都市整備「柏の葉国際キャンパスタウン構想」（続き）
（２）「マルチ交通シェアリングサービス」の実証実験
• 「マルチ交通シェアリングサービス」の実証実験は、ICT を活⽤し、移動⼿段の

「乗り捨て可能な貸し借り」の実現を⽬指すものであり、平成23 年6 ⽉から平
成28 年1 ⽉まで実施した。⾃転⾞・電動バイク・電気⾃動⾞を利⽤者間で
シェアすることで、乗り捨てを可能とし、返却に伴う移動分のエネルギー使⽤量
が削減され、CO2 排出の抑制につながった。

• 本実証試験によって、駐⾞場の確保や、ポート数や⾞両台数の拡充の必要性
等といった、事業を本格的に進める上での知⾒を得ることができた。
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事例番号 16-01-25 事例区分 対策・施策 施策分類*1 地域環境の整備及び改善

部⾨・分野 業務その他部⾨ ⼿法*2 ⼿続的⼿法

コベネフィット 防災・危機管理、商⼯・労働、地域振興・まちづくり

団体名 川崎市（神奈川県） 区分 指定都市 ⼈⼝*3 1,459,768 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

• 本事例は、川崎市が、低炭素型に配慮した開発計画を⾏う開発事業者に対
し、優遇的な措置を講じることによって、低炭素都市づくり等への誘導を図る事
例である。

• 従来、建築基準法における容積率の割増は、敷地内に設ける空地のみを評
価し、上乗せする容積率を決定していた。その後、平成27 年1 ⽉に、国⼟交
通省成⻑戦略として、これまでの空地評価に加え、開発事業者の幅広い環境
貢献の取組等を評価し、容積率を⼤幅に緩和する⽅針が⽰された。

• 川崎市では、この⽅針を踏まえ、「低炭素都市づくり・都市の成⻑への誘導ガイ
ドライン」を策定し、都市計画法に基づいて設定されている、建物の基準容積
率の割増を認める容積率特例制度を適⽤する際の評価基準に、「環境配慮」、
「都市機能」、「都市防災」、「都市空間」の4 項⽬を加えた。これにより、安
⼼・安全なまちづくりへの貢献や、まちの魅⼒の向上等を将来的にもたらすため
の基盤づくりを⽬指している。

• 本事例の特徴は、以下のような総合評価⽅式を⽤いることで、低炭素型の都
市づくりに向けた、開発事業に対するインセンティブを構築した点である。

• 容積率の割増を決定する評価基準として、従来からある空地評価に、「環境
配慮」並びに都市の成⻑に資する取組としての「都市機能」、「都市防災」及び
「都市空間」の3 項⽬を追加し、合計4 項⽬の総合評価（次図参照）によ
り、表のようにS・A・B・C の4 段階にクラス分けを⾏って、割増容積率を決定す
る仕組みとしている。

• 総合評価については、環境技術の進歩や社会状況等を踏まえた先進的な取
組を評価する必要があることから、具体的な基準は設けず、専⾨的知識を有
する学識者で構成される評価委員会で審査することとしており、このような柔軟
な制度運⽤としている点も特徴的である。

「低炭素都市づくり・都市の成⻑への誘導ガイドライン」の策定による環境配慮型開発への誘導

図:容積率割増に関する評価の視点

出典:川崎市ウェブサイト「「低炭素都市づくり・都市の成⻑への誘導ガイドライン」
の概要について」
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「低炭素都市づくり・都市の成⻑への誘導ガイドライン」の策定による環境配慮型開発への誘導
（続き）

表:総合評価と割増容積率

出典:川崎市「低炭素都市づくり・都市の成⻑への誘導ガイドライン」を基に作成
3. 成果
• 進捗管理指標は、容積率の割増を受けた件数としている。2017 年1 ⽉時

点では、「⼩杉町1・2 丁⽬地区（評価⽇2015 年10 ⽉13 ⽇）」（学校
法⼈⽇本医科⼤学）が容積率特例制度による容積率の割増を受けている。

• なお、この特例制度は、「環境配慮」、「都市機能」、「都市防災」、「都市空
間」に関する取組を開発計画に積極的に取り⼊れるよう誘導する仕組みである。
安⼼・安全なまちづくりへの貢献や、まちの魅⼒の向上等を将来的にもたらすた
めの基盤の⼀つとなっている。
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事例番号 16-01-26 事例区分 対策・施策 施策分類*1 地域環境の整備及び改善

部⾨・分野 家庭部⾨ ⼿法*2 情報的⼿法

コベネフィット 健康福祉、商⼯・労働、地域振興・まちづくり

団体名 多摩市（東京都） 区分 その他の市区町村 ⼈⼝*3 147,849 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要 2. 特徴

3. 成果

• 本事例は、多摩市が、家庭部⾨等から排出される空調負荷由来の温室効果
ガスの排出抑制を⽬的として、公共施設や、多摩市に協賛する商業施設や飲
⾷店を「まちの休憩スポット」として指定することで、市⺠の外出を促し、家庭に
おけるエアコン利⽤の抑制を期待する「多摩市版クールシェア事業」に関する事
例である。

• 多摩市はベットタウンとして発展してきた経緯から、家庭部⾨の地球温暖化対
策を重視している。家庭のエネルギー使⽤に着⽬すると、CO2 排出の約70%
が電⼒由来である。特にエアコンは夏季の電気使⽤量の半分以上を占めてい
る。

• 「多摩市版クールシェア事業」は、次図に⽰すように、多摩市に協賛する商業
施設や飲⾷店等を「まちの休憩スポット」として指定し、指定された店舗がさまざ
まなサービスを提供することで、市⺠が⾃宅のエアコンを消し、外出することを促
す事業である。

• また、市の事業として全⼾にクールシェアパスポート（協賛店舗のPR と特典
サービスを掲載）を配布し、協賛店舗の「まちの休憩スポット」に集まる参加者
がサービスを受けられる仕組みを構築することによって、協賛店の集客効果も期
待できることから、協賛店舗数は増加傾向にある。

• 本事例の特徴は、以下の①〜③に⽰すような市⺠や事業者向けの施策により、
本事業に参加する市⺠や協賛店舗の増加を促すことで、家庭部⾨等から排
出される空調負荷由来の温室効果ガスの排出抑制を間接的に図っている点
である。

① 協賛店舗のPR と特典サービスを掲載したクールシェアパスポートの全⼾配布や、
協賛店舗の「まちの休憩スポット」に集まる参加者がサービスを受けられる仕組みの
構築。
② 公共交通へのポスター掲⽰、マスコミへの呼びかけ、啓発誌・広報紙への掲載
等により、本事業の内容や「まちの休憩スポット」に関する情報を市⺠向けに周知
する活動の実施。
③ 滞在時間が⻑く、不特定多数の集客を⾒込める店舗・業種の選定や、商⼯
団体を通じた働きかけや、商業施設や飲⾷店に対する協⼒依頼等の実施。

• 本事業による取組成果を把握するための指標は、協⼒店舗数と参加者数とし
ている。

• 平成24 年度から平成28 年度までの協⼒店舗数と参加者数は表のとおりで
ある。協賛店舗数は着実に伸びている。

• また、市⺠の外出が促進されることによる市街地等の活性化、また市⺠の交流
機会の増進等のコベネフィットが考えられる。

公共施設や商業施設とのクールシェアの推進による家庭部⾨の温室効果ガス排出抑制「多摩市版クールシェア事業」

図:「多摩市版クールシェア事業」の概要とツール（クールシェアパスポート、協賛店の表⽰）

出典:環境省ウェブサイト「第４回低炭素塾（テーマ：家庭部⾨の地球温暖化対策）」

表:協⼒店舗数と参加者数

出典:環境省ウェブサイト 「第４回低炭素塾（テーマ：家庭部⾨の地球温暖化対
策）」、多摩市ウェブサイト「記者会⾒資料」、多摩市提供データを基に作成
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事例番号 16-01-27 事例区分 対策・施策 施策分類*1 地域環境の整備及び改善

部⾨・分野 運輸部⾨ ⼿法*2 情報的⼿法、⼿続的⼿法

コベネフィット 健康福祉、商⼯・労働、地域振興・まちづくり、その他（観光）

団体名 京都市（京都府） 区分 指定都市 ⼈⼝*3 1,419,549 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

• 本事例は、京都市が「「歩くまち・京都」総合交通戦略」（以下「交通戦略」と
いう。）を策定し、市内の渋滞削減等の交通対策を講じることによって、温室
効果ガスの削減に寄与している事例である。

• 京都市は、歴史・⽂化・伝統に満ちた年間約5,000 万⼈の観光客が訪れる
観光都市であるが、中⼼部や観光地において、⾃家⽤⾃動⾞利⽤による交
通渋滞が温室効果ガスを増加させる懸念があった。京都市では、そのような背
景から、平成20 年に「「歩くまち・京都」総合交通戦略策定審議会」を設置し、
市⺠や事業者等と企画段階から⼀緒に知恵を出し合い、平成22 年に交通
戦略を策定した。

• 交通戦略の基本理念は「⾃動⾞利⽤の制限を含めた様々な抑制策等を通じ
て、⾞を重視したまちと暮らしを、『歩く』ことを中⼼としたまちと暮らしに⼒強く転
換していく。また、⽇本を代表する「国際⽂化観光都市」として、まちの賑わいを
⽣み出す都市であり続けることを⽬指す」としている。

• 区域施策編では、「社会像１ ⼈と公共交通優先の歩いて楽しいまち」の推進
⽅針「歩いて楽しい暮らしを⼤切にするライフスタイルへの転換」に、交通戦略の
普及・啓発を位置付けており、市内交通における⾃家⽤⾃動⾞への依存率
（⾃動⾞分担率）の引き下げや、公共交通の利⽤、歩くことの推進を⽬指し
ている。

• 交通戦略の推進体制としては、副市⻑を本部⻑とした市役所の全局、区役
所の局⻑級で構成する「「歩くまち・京都」推進本部」（以下「推進本部」とい
う。）が整備されている。推進本部は、交通戦略の総合的な推進、点検を⾏
うとともに、効率的な推進体制の検討や交通・まちづくりに関する総合的な調
整を進めている。

• 本事例の特徴は、充実した策定体制と進捗管理体制の確⽴により、交通戦
略に⽰されている施策の実⾏⼒、社会情勢の変化への対応⼒が⾼められてい
る点である。これらの詳細については、以下の（１）、（２）のとおりである。

「歩くまち・京都」を実現する総合交通戦略の策定による地球温暖化対策の推進

（１）充実した交通戦略策定体制
• ⼀つ⽬の特徴は、次図に⽰すように「歩くまち・京都」の実現に向けた、既存公

共交通、まちづくり、ライフスタイルという「３つの柱」ごとに、鉄道会社、バス会社、
関係⾏政機関、学識経験者、商店関係者等を委員とした検討部会を設置し、
施策の検討を実施した点である。また、検討部会を統括する総合交通戦略策
定審議会を、健康、環境、公共交通、⼦育て・教育、コミュニティ、景観、観光、
経済等の幅広い分野の委員で構成し、交通戦略を策定している（次図参
照）。

図:「歩くまち・京都」総合交通戦略の3 つの柱と相乗効果

出典:京都市ウェブサイト「歩くまち・京都」総合交通戦略について

47

「歩くまち・京都」を実現する総合交通戦略の策定による地球温暖化対策の推進
（続き）

図:総合交通戦略作成審議会及び検討部会の構成と検討状況

出典:京都市「広報資料「歩くまち・京都」憲章の制定及び「歩くまち・京都」総合
交通戦略の策定について」（平成22 年1 ⽉21 ⽇）

（２）充実した進捗管理体制
• ⼆つ⽬の特徴は、推進本部会議及び推進会議を開催し、交通戦略の進捗

状況の総合的な点検や、交通戦略のフォローアップ、社会情勢の変化も踏まえ
た交通戦略の充実及び⾒直しを継続的に実施している点である（表参照）。
推進本部会議は、平成22 年度から平成28 年度までの7 年間で8 回、推
進会議は10 回実施されている。

表:「歩くまち・京都」総合交通戦略に掲げる88 の実施プロジェクトの進捗状況

出典:京都市「平成28 年度「歩くまち・京都」推進会議 資料3」（平成29 年2 
⽉20 ⽇）
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「歩くまち・京都」を実現する総合交通戦略の策定による地球温暖化対策の推進
（続き）

3. 成果
• 実施状況を把握する進捗指標として「交通⼿段分担率」、「⾃動⾞燃費」、

「EV ⾞及びPHV ⾞の普及台数」、「市内⾃家⽤⾞保有台数」を位置づけ、
その推移を把握している。

• 各進捗指標の推移は表、次図のとおりである。いずれの指標についても改善の
傾向がみられた。

• なお、区域施策編の改定（平成29 年3 ⽉改定予定）後は、「公共交通の
優先利⽤による⾃動⾞分担率の低下」を取組の効果とすることを予定しており、
2020 年度に20％以下を⾒込んでいる。

表:進捗指標の推移

出典:京都市「平成28 年度版京都市の地球温暖化対策」を基に作成
出典:京都市「平成28 年度「歩くまち・京都」推進会議 資料3」（平成29 年2 
⽉20 ⽇）

図:進捗指標の推移（交通⼿段分担率）

• また、公共交通機関の利便性向上による、京都のまちの魅⼒向上によって、観
光を中⼼とした地域振興が期待できる。さらに、歩⾏を中⼼とした移動促進に
よる市⺠等の健康の増進効果や、中⼼市街地の活性化も期待される。
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事例番号 16-01-28 事例区分 対策・施策 施策分類*1 地域環境の整備及び改善

部⾨・分野 運輸部⾨ ⼿法*2 経済的⼿法

コベネフィット 環境（公害）、教育・⽂化、地域振興・まちづくり、その他（観光）

団体名 神⼾市（兵庫県） 区分 指定都市 ⼈⼝*3 1,547,850 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

3. 成果

• 本事例は、神⼾市が、公共交通機関の利⽤者数増加と環境負荷低減の双
⽅を⽬的として、⼤⼈が同伴する⼦供の市バス・地下鉄の運賃を無料にする
制度の事例である。

• 神⼾市では、市バス利⽤者数が平成4 年度から減少傾向にあった。そこで、
⼤⼈に同伴する⼩学⽣以下の⼦供（⼤⼈1 ⼈につき2 ⼈まで）の市バス・
地下鉄の運賃を無料とする施策として、「エコファミリー制度」を平成15 年から
実施した（ただし、平成17 年9 ⽉までは社会実験期間とした）。

• 制度の適⽤⽇は、制度運⽤開始時には⼟曜・⽇曜・祝⽇・盆休み期間・年
末年始期間としていたが、平成22 年から盆休み期間を夏休み期間に拡⼤し
た。

• この制度により、平成15 年10 ⽉から平成27 年度末時点までに、約
5,250t-CO2 の⼆酸化炭素抑制効果があった。

• 本事例の特徴は、公営企業で運営している公共交通機関の利⽤率の向上に
向けた施策に、地球温暖化対策の価値を織り込み、その成果を定量的に評
価している点である。また、⼤⼈が同伴する場合にのみ⼦供運賃を無料とする
ことで、ファミリーによるマイカー利⽤の抑制効果を⾼めている点も特徴的である。

• なお、本制度の内容は次図に⽰すとおりである。

• 本制度によって、制度運⽤開始から平成27 年度末時点までで、延べ約
1,344 万⼈（地下鉄等：約704 万⼈、バス：約640 万⼈）が利⽤し、
約5,250t-CO2 の⼆酸化炭素抑制効果があった。

• コベネフィットの観点では、地球温暖化対策の施策であること等を明⽰したチラ
シの掲⽰等による環境学習効果や、公共交通機関の活⽤による中⼼市街地
や観光地の活性化、⾃動⾞から排出される⼤気汚染物質の削減等につなが
ると考えられる。

公共交通機関への利⽤転換施策による温室効果ガスの抑制「エコファミリー制度」

出典:神⼾市交通局 KOBE CITY 沿線NAVI ウェブサイト「エコファミリー制度」

図:エコファミリー制度の概要
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事例番号 16-01-29 事例区分 対策・施策 施策分類*1 循環型社会の形成

部⾨・分野 廃棄物分野 ⼿法*2 情報的⼿法、⼿続的⼿法

コベネフィット 環境（廃棄物）、商⼯・労働

団体名 名古屋市（愛知県） 区分 指定都市 ⼈⼝*3 2,269,444 ⼈

*1:温対法第21 条第3 項に定められた4 つの施策区分（①再エネの利⽤促進、②低炭素な製品及び役務の利⽤促進、③地域環境の整備及び改善、④循環型社会の形成）、*2:第4 次環境基本計画 第
1 部第3 章（２）環境政策の実施の⼿法、*3:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

3. 成果

• 本事例は、名古屋市が運⽤する事業系廃棄物の減量やリサイクル等を⽬的と
する⽴⼊調査を、地球温暖化対策に関する助⾔等の機会として活⽤する事
例である。

• 名古屋市では、事業系廃棄物の減量やリサイクル及び適正処理を進めるため、
「名古屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例」等に基づいて、事業
⽤⼤規模建築物の所有者等に対して廃棄物発⽣量や資源化量等に関する
実績と計画をまとめた「事業系廃棄物減量計画書」の作成・提出を求める施
策を実施している。

• この施策の直接的な⽬的は事業系廃棄物の削減であるが、⽴⼊調査による
事業者とのコミュニケーションを推進することで、地球温暖化対策等のその他の
環境配慮に関する要請の場を確保することを可能とした。本施策では、⽴⼊調
査を実施する「事業者環境推進員」により、事業系廃棄物の排出に関する指
導を⾏うとともに、省エネルギーに関する助⾔や情報提供を併せて実施している。

• 本事例の特徴は、事業系廃棄物の削減を⽬的とした⽴⼊調査を事業者側と
のコミュニケーションの⼿段として活⽤し、その際に省エネルギーについての助⾔や
情報提供を併せて実施している点である。詳細については、以下の（１）、
（２）のとおりである。

（１）積極的な⽴⼊調査の実施
• 事業系廃棄物減量計画書に基づく⽴⼊調査の内容を次図に⽰す。
• ⽴⼊調査については、名古屋市と事業者側との廃棄物の減量・リサイクル、適

正処理の推進等に関するコミュニケーション⼿段として積極的な活⽤を図ってお
り、指導の実効性を確保している。

• また、名古屋市のウェブサイトでも、本施策の対象事業者に対し、「⽴⼊調査
実施への協⼒のお願い」を呼び掛けている。

（２）省エネルギー対策に関する助⾔や情報提供
• 本施策の⽴⼊調査時に、省エネルギー対策の⼿引きとして名古屋市がとりまと

めたパンフレットを活⽤した省エネルギーについての助⾔や情報提供を⾏っている。
• これにより、事業者は名古屋市に対して、事業系廃棄物の排出に関する事項

とともに、省エネルギーに関するコミュニケーションをとることができる。名古屋市は
本施策の⽴⼊調査によって、事業者の抱える課題を直接把握することができ、
より適切な助⾔・情報提供が可能となっている。

事業系⼀般廃棄物の減量等に向けた⽴⼊調査を活⽤したコミュニケーションの実施

出典:名古屋市環境局「事業系ごみ処理の⼿引き」（廃棄物管理責任者の⼿
引き）

図:事業系廃棄物減量計画書に基づく⽴⼊調査の内容

• 本施策によって年間で約2,000 事業所（本施策の対象事業所は約5,000 
事業所）への⽴⼊調査を実施しており、事業者との積極的なコミュニケーション
が可能となった。これにより、名古屋市内の事業所においては、事業系廃棄物
の減量等に関する⾃主的な取組が進められている。

• さらに、本施策は、廃棄物の中間処理由来の⾮エネルギー起源⼆酸化炭素
や、メタン、⼀酸化⼆窒素等の温室効果ガスの発⽣抑制に寄与していると考え
られる。

条例の事例
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事例番号 16-02-01 事例区分 条例

団体名 京都市（京都府） 区分 指定都市 ⼈⼝*1 1,419,549 ⼈

条例名 京都市地球温暖化対策条例 施⾏⽇ 平成17 年4 ⽉1 ⽇

*1:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴
3. 成果

• 本事例は、温室効果ガス排出量削減⽬標の達成に向け、事業者の⾃主的
な環境に配慮した事業活動を推進するため、「京都市地球温暖化対策条例」
（以下「条例」という。）に、全ての事業者は、環境マネジメントシステムの導
⼊に努めること、そのうち、特定事業者の導⼊は義務であることを規定し、京都
市がその普及を促進している事例である。

• また、京都市は、環境マネジメントシステムを事業者に普及させるための施策と
して、地域のパートナーシップ組織から⽣まれ、中⼩事業者でも取り組みやすい
環境マネジメントシステム規格（KES・環境マネジメントシステム・スタンダード）
の活⽤等を実施している。

• 本事例の特徴は、京都市が、条例に基づき、環境マネジメントシステムを普及
させるために、「特定事業者」に対する環境マネジメントシステム導⼊の義務化
や、地域の経済発展の原動⼒として⼤きな役割を担っている中⼩事業者に対
する導⼊に向けた⽀援を実施している点、そして、普及対象とする環境マネジメ
ントシステムに、地域で⽣み出された、中⼩事業者でも取り組みやすい環境マ
ネジメントシステムを位置付けている点である。これらの詳細については、以下の
（１）（２）のとおりである。

（１）特定事業者に対する義務規定
• ⼀つ⽬の特徴は、条例に、以下に⽰す環境マネジメントシステムの導⼊に関す

る規定を設け、環境マネジメントシステムを導⼊した「特定事業者」に対して、
「環境マネジメントシステム導⼊報告書」の提出を義務付けている点である。

• 平成25 年度の「環境マネジメントシステム導⼊報告書」を集計した結果は表
のとおりである。「特定事業者」の環境マネジメントシステム導⼊者数は、117 
者となっており、平成24 年度の110者から増加している。

• なお、現在、KES の登録事業者は全国に広がっており、平成29 年2 ⽉末現
在のKES 登録事業者数は4,766 件となっている。

• 京都市は、事業者にKES が導⼊されたことにより、温室効果ガス排出量削減
⽬標の達成に向け、事業者による⾃主的な環境保全活動が推進されることを
期待している。

条例に基づく事業者への環境マネジメントシステムの導⼊促進

出典:「京都市地球温暖化対策条例」を⼀部抜粋

（２）中⼩事業者に対する環境マネジメントシステムの導⼊⽀援策
• ⼆つ⽬の特徴は、京都市が、事業者の⾃主的な環境に配慮した事業活動を

推進するため、中⼩事業者にも取り組みやすい「KES・環境マネジメントシステ
ム・スタンダード」の認証取得を⽀援している点である。具体的な⽀援内容は、
この規格の認証取得を検討している事業者を対象とした、この規格の仕組みや
導⼊⽅法を分かりやすく解説する「KES 導⼊講座」（取得準備講座）の開
催（2 回/年程度）や、この規格の審査登録を受けている中⼩事業者に対す
る⾦利の優遇策「雇⽤・環境経営促進⾦利優遇制度」である。

• なお、「KES・環境マネジメントシステム・スタンダード」は、京都市、市⺠、事業
者等のパートナーシップ組織である、「京のアジェンダ21 フォーラム」の活動から
⽣まれた環境マネジメントシステムである。

出典:京都市「「事業者排出量削減計画書制度」及び「新⾞販売実績報告書
制度」平成２７年度実績の取りまとめについて」

表:特定事業者の環境マネジメントシステム導⼊内訳
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事例番号 16-02-02 事例区分 条例

団体名 徳島県 区分 都道府県 ⼈⼝*1 770,057 ⼈

条例名 徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例 施⾏⽇ 平成29 年1 ⽉1 ⽇
1. 概要

2. 特徴

3. 成果

• 本事例は、徳島県が、地球温暖化の進⾏やパリ協定の発効といった社会情勢
の⼤きな変化を踏まえ、低炭素社会から「脱炭素社会」に向かう新たな羅針盤
として「徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例（以下
「本条例」という。）」を平成28 年10 ⽉に制定した事例である。

• 制定にあたっては、県議会において活発な議論や建設的な提案があったほか、
パブリックコメントや愛称募集を通じ、県内外から多数の意⾒が寄せられるなど、
本条例への関⼼の⾼さがうかがわれた。

• また、徳島県においては、本条例の制定とともに、国の⽬標を上回る、意欲的
な「温室効果ガス削減⽬標」の設定及び気候変動に適切に対応する「気候変
動適応戦略」の策定にも取り組み、気候変動対策の「3 本の⽮」として、「脱
炭素社会」の⼟台づくりにスピード感を持って取り組んでいる。

• 本事例の特徴は、以下の（１）〜（３）に⽰すように、「脱炭素社会」の実
現を掲げ、究極のクリーンエネルギーである「⽔素エネルギー」の最⼤限導⼊や、
「緩和策」と「適応策」を両輪とした気候変動対策の展開を盛り込んだ点である。

（１）「脱炭素社会」の実現を掲げる全国初の条例
• 地球温暖化対策の推進や、低炭素社会の実現を⽬指す条例が全国的に整

備されているが、本条例のような、「パリ協定」を踏まえた、「脱炭素社会」の実
現を⽬指す条例は全国初のものである。

• 本条例を制定したことによって、県⺠をはじめとする区域内のステークホルダーに
対する、気候変動問題に対する危機感の共有や、「脱炭素社会」実現のメッ
セージ性を⾼めることができ、県⺠・事業者等の意識の喚起とともに、更なる環
境⾏動を促す契機となることが期待される。

• 今後は、本条例をはじめとする「3 本の⽮」を⼟台として、⽔素及び⾃然エネル
ギーのより⼀層の導⼊拡⼤や、県⺠・事業者をはじめ、あらゆる主体の「意識の
変⾰」「新たな連携」を図るなど、本条例に掲げる「県⺠総活躍」を具現化する
べく、本格的な施策展開に取り組むこととしている。

脱炭素社会を⽬指す全国初の条例

出典:「徳島県脱炭素社会の実現に向けた気候変動対策推進条例概要」を基
に作成

（２）⽔素エネルギーへの着⽬
• 徳島県は、平成27 年10 ⽉に「徳島県⽔素グリッド構想」を策定し、同県の

2030 年における⽔素社会を展望したロードマップを県⺠に⽰している。また、
平成28 年3 ⽉には、四国で初めて県公⽤⾞として燃料電池⾃動⾞を導⼊
し、同⽉に中四国初となる「⾃然エネルギー由来・⽔素ステーション」及び四国
初「移動式⽔素ステーション」を同時開所するなど、全国に先駆けた取組を進
めている。

• これらの取組を加速するため、本条例では⽔素エネルギーのサプライチェーン構
築をはじめとした利⽤の促進等を規定している。このように、気候変動対策とし
て⽔素エネルギーに着⽬した施策の展開を規定した条例は全国初である。

（３）「緩和策」と「適応策」を両輪とした気候変動対策
• 本条例では、「緩和策」と「適応策」を両輪として取り組むことを基本理念に掲

げるとともに、第８条では、「適応策」に関する基本⽅針を条例に位置づけてい
る。また、第4 章において、気候変動の影響によるリスクの低減と効果的な活
⽤の両⾯からの対策を基本に、各分野での施策について規定している。このよう
に、気候変動への本格的な「適応策」について規定した条例は全国初である。

*1:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）
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事例番号 16-03-01 事例区分 計画の策定プロセス（基本情報の整理、体制の構築・検討、対策・施策の⽴案、
計画の合意形成）

団体名 ⻑野県 区分 都道府県 ⼈⼝*1 2,137,666 ⼈

区域施策編名称 ⻑野県環境エネルギー戦略〜第三次 ⻑野県地球温暖化防⽌県⺠計画〜 策定・改定時期 平成25 年改定

*1:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

• 本事例は、⻑野県が、「エネルギー⾃⽴地域」（次図参照）の実現に向け、
⻑野県と県内市町村との「情報共有」、「関係者との連携」、「アドバイス」の場
である「地球温暖化対策・⾃然エネルギー研究会（以下「市町村研究会」と
いう。）を設置し、環境エネルギーに配慮されたまちづくりを推進している事例で
ある。

• ⻑野県では、平成24 年度に策定した「⻑野県環境エネルギー戦略」において、
「エネルギー⾃⽴地域」の普及を主要な施策の⼀つに掲げている。

• 本事例の特徴は、区域施策編に定めた、様々な環境エネルギーに配慮された
まちづくりを市町村との連携により推進していくために、地球温暖化対策やエネ
ルギー対策をテーマとする講演会の実施や、地域における合意形成、施策の推
進に関する制度的課題、技術的課題、補助事業の活⽤等に関する個別相
談を市町村研究会として実施している点である。

• ⻑野県の⽅針として、地域主導のエネルギー事業や地球温暖化対策に関する
事業を推進するにあたり、地域の実情に合わせた事業計画であることを重視し
ている。地域の実情とは、例えば太陽光・⼩⽔⼒・バイオマス等の利⽤可能量
や熱需要先の存在からみて、最適な⾃然エネルギーを選択すること、そして、担
い⼿となる適切な実施主体（市町村、地域企業、市⺠団体）が存在し、地
域との合意形成を図ることができることである。

• 市町村研究会は、この⽅針に沿った各種施策を各市町村が、あるいはそれら
が連携して実施することを可能としていく機能を持つ。

• なお、市町村研究会には、専⾨家や同様の悩みを持つ事業主体が集まるため、
まちづくりや⾃然エネルギー事業の新たなネットワーク形成も期待できる。さらに、
⻑野県も様々な相談を受けることで、多くの知⾒が蓄積されると共に、課題を
類型化することで対応⼒が⾼度化するメリットがある。

⻑野県と県内市町村との研究会組織の構築「⻑野県地球温暖化対策・⾃然エネルギー研究会」

出典:⻑野県「⻑野県環境エネルギー戦略〜第三次⻑野県地球温暖化防⽌県
⺠計画〜」

図:エネルギー⾃⽴地域のイメージ

• 「エネルギー⾃⽴地域」とは、「経済は成⻑しつつ、温室効果ガス総排出量とエ
ネルギー消費量の削減が進む経済・社会構造」を有する社会（すなわち「持
続可能で低炭素な環境エネルギー地域社会」）を、市町村や⼀定のコミュニ
ティ等の地域レベルで⾒たものである。

• ⻑野県は、この「エネルギー⾃⽴地域」の実現に向け、各市町村に参加を呼び
かけ、県と各市町村との意⾒交換、情報交換の場である「市町村研究会」を
設置した。
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3. 成果
• 市町村研究会の開催実績は、次表 のとおりである。この市町村研究会で得ら

れた知⾒・助⾔を活⽤し、市町村等の団体が、地域主導型のエネルギー対策
や地球温暖化対策を進めている。また、個別相談会で解決していない課題は、
⻑期的にサポートを継続している。

• 今後も、新たな知⾒や社会情勢に合わせた地球温暖化対策や⾃然エネル
ギーの情報提供を継続していく。さらに、個別案件に対して、技術的課題への
助⾔や事業性を⾼める制度的解決法の提案を深化していく。

⻑野県と県内市町村との研究会組織の構築「⻑野県地球温暖化対策・⾃然エネルギー研究会」
（続き）

表:市町村研究会の構成

表:市町村研究会の開催実績

57

事例番号 16-03-02 事例区分 区域施策編の策定プロセス（基本情報の整理）

団体名 札幌市（北海道） 区分 指定都市 ⼈⼝*1 1,941,832 ⼈

区域施策編名称 札幌市温暖化対策推進計画 策定・改定時期 平成27 年改定

*1:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

• 本事例は、次世代を担う⼦どもたちの意⾒を取り⼊れるために、区域施策編
（案）に対するパブリックコメントにおいて、⼦どもたちを対象とした「キッズコメン
ト」を実施し、得られた意⾒を区域施策編に反映した事例である。

• 区域施策編のテーマである地球温暖化問題は、さまざまな主体が⻑期的な視
点を持って対応すべき課題である。また、札幌市では、⽇本国憲法や⼦どもの
権利条約が保障する⼦どもの権利をより具体的に分かりやすく定めるため、平
成20 年11 ⽉に「札幌市⼦どもの権利条例」を制定した。本条例に基づき、
⼦どものまちづくりへの参加の⼀環として、札幌市の様々な計画において「キッズ
コメント」が実施されるようになっている。

• そこで、札幌市は、区域施策編（案）に対する意⾒を⼦どもたちから募集し、
⼦どもたちに⽇常の⾏動やエネルギーの将来について考えるきっかけを与えること
とした。

• ⼦どもたちから得た意⾒については、区域施策編の記載内容等に反映した。

• 本事例の特徴は、以下の（１）、（２）のとおりである。キッズコメントを意⾒
収集と環境教育の機会として活⽤している点が特徴的である。

（１）次世代を担う⼦どもたちからの意⾒収集と区域施策編への反映
• ⼀つ⽬の特徴は、地球温暖化対策の推進施策の企画・⽴案における⻑期的

な視点の重要性を考慮し、次世代を担う⼦どもたちの意⾒（キッズコメント）を
収集した点、そして、次表のように、キッズコメントに寄せられた主な意⾒に対す
る札幌市の考え⽅について、丁寧に公表している点である。

（２）意⾒募集資料に対する⼯夫による環境教育機能の強化
• ⼆つ⽬の特徴は、次図に⽰すように、キッズコメント専⽤の意⾒募集資料にお

いて、やわらかい表現を多⽤し、問いかけにこたえる形で、各種対策・施策を表
現している点である。

• キッズコメントの募集にあたっては、案内チラシを市内全ての⼩中学校（約300 
校）や、児童会館（約200 か所）に配布（各施設10 部）した。また、環
境教育のために学校における電気や暖房エネルギーの使⽤量を可視化する設
備（エネルギー⾒える化設備）を設置している学校（３校）には直接対応を
依頼し、冬休みの宿題や授業の中で取り上げてもらうなど、回収率を上げる⼯
夫を⾏っている。

区域施策編に対する⼦どもたちからの意⾒の反映「キッズコメント」

• なお、札幌市では、条例制定等の経緯から、⼦どもたちに向けた環境教育に⼒
を⼊れており、教育委員会とも連携した事業を数多く⾏っているなど、学校との
調整がとりやすい環境にある。

• このような⼯夫を⾏うことによって、⼦どもたちの地球温暖化に対する理解度の
向上、すなわち環境教育機能を⾼めるとともに、回収するコメント数の増加につ
なげている。

出典:札幌市「札幌市温暖化対策推進計画（案）に対するご意⾒の概要と札幌
市の考え⽅について」（平成27 年）

表:キッズコメントに寄せられた主な意⾒と札幌市の考え⽅
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3. 成果

区域施策編に対する⼦どもたちからの意⾒の反映「キッズコメント」（続き）

• キッズコメントの実施により、次世代を担う⼦どもたちの意⾒を踏まえた区域施
策編の策定が可能となった。また、キッズコメントは、⼦どもたちに対する環境教
育の機会としても機能していた。

• なお、キッズコメントに寄せられた意⾒を参考に対応した事項は、以下のとおりで
ある。

出典:札幌市「札幌市温暖化対策推進計画（案）<⼩中学⽣向け>パンフレッ
ト」

図:キッズコメントに⽤いる募集パンフレットの記載例

• また、コメントの中には保護者からのコメントがあり、家族で地球温暖化や省エネ
について考える機会になった事例もあった。
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事例番号 16-03-03 事例区分 区域施策編の策定プロセス（基本情報の整理）

団体名 栃⽊県 区分 都道府県 ⼈⼝*1 1,998,864 ⼈

区域施策編名称 栃⽊県地球温暖化対策実⾏計画（2016〜2020 年度） 策定・改定時期 平成28 年改定

*1:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

• 本事例は、栃⽊県が、区域施策編に⽰す施策の実効性や進捗管理の効率
性を⾼めるために、区域施策編の策定時期等や、進捗管理に⽤いる指標を上
位計画（総合計画・環境基本計画）と調整し、上位計画と区域施策編との
⼀体的な進捗管理を実現した事例である。

• 栃⽊県における区域施策編の策定時期や計画始期が、上位計画（総合計
画・環境基本計画）のものと異なっており、区域施策編単体での進捗管理を
⾏っていた。このため、区域施策編の計画期間中に総合計画が改定された場
合、改定後の総合計画との整合性が確保されない等の課題があった。

• そこで、全庁的な取組の⼀環として、区域施策編と上位計画（総合計画・環
境基本計画）との「計画期間の統⼀」と「進捗管理の共通化」を図り、この課
題を解決した。

• 本事例の特徴は、以下の（１）、（２）のとおりである。区域施策編に⽰す
施策の実効性や進捗管理の効率性を⾼めるために、区域施策編の「計画期
間」を総合計画の計画期間と統⼀し、区域施策編の進捗管理に⽤いる「指
標」を共通化した。

（１）「計画期間」の統⼀
• ⼀つ⽬の特徴は、平成18 年2 ⽉に策定された総合計画の検討時に、総合

計画の計画期間に合わせて、環境基本計画、区域施策編や各種計画の計
画期間を全庁的に統⼀した点である。計画期間を統⼀した平成18 年の各計
画の計画期間等は表のとおりである。

上位計画（総合計画、環境基本計画）と区域施策編との⼀体的な進捗管理の実現

出典:栃⽊県「とちぎ元気プラン（2006~2010）」及び「会議結果のお知らせ
（栃⽊県環境審議会）」を基に作成

表:計画期間を統⼀した平成18 年の各計画の計画期間等

（２）指標の共通化
• ⼆つ⽬の特徴は、上位計画（総合計画、環境基本計画）と区域施策編の

指標を共通化した点である。区域施策編を策定するに当たり、上位計画にお
ける将来像・⽬標・管理指標等を踏まえた計画の策定を⾏えるように、区域施
策編の策定時期を総合計画の策定時期から１、２ヶ⽉程度遅らせた。

• これにより、区域施策編の上位計画に即した指標の設定が可能となり、上位
計画と区域施策編における相互間の⼀体的な進捗管理も可能となった。
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上位計画（総合計画、環境基本計画）と区域施策編との⼀体的な進捗管理の実現
（続き）

出典:栃⽊県「とちぎ元気発信プラン（2016~2020）」、「栃⽊県環境基本計
画」及び「栃⽊県地球温暖化対策実⾏計画」を基に作成

表:総合計画、「栃⽊県環境基本計画」、区域施策編の関連性

• 区域施策編の「計画期間」を上位計画（総合計画・環境基本計画）と統⼀
し、区域施策編の進捗管理に⽤いる「指標」を共通化したことで、これら３計
画の⼀体的な「進捗管理」が可能となり、また、総合計画の進捗管理と⼀体
化した区域施策編の進捗管理等による実効性が⾼まり、統⼀的かつ効果的・
効率的な⾏政運営が可能となった。
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事例番号 16-03-04 事例区分 区域施策編の策定プロセス（基本情報の整理）

団体名 多治⾒市（岐⾩県） 区分 その他の市区町村 ⼈⼝*1 113,419 ⼈

区域施策編名称 多治⾒市地球温暖化対策実⾏計画（区域施策編） 策定・改定時期 平成25 年改定

*1:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴 3. 成果

• 本事例は、多治⾒市が、区域施策編に⽰す施策の実⾏性や進捗管理の効
率性を⾼めるために、総合計画の策定年度の翌年度に区域施策編を策定す
ることで、区域施策編と総合計画との連携を確保した事例である。

• なお、多治⾒市では、市政基本条例第20 条第7 項において「市は、各政策
分野における基本となる計画を策定する場合は、総合計画との関係を明らかに
し、策定後は、総合計画との調整のもとで進⾏を管理しなければなりません。」
と定めている。多治⾒市の区域施策編は、総合計画に⽰されている地球温暖
化対策分野における基本となる計画（以下「個別計画2」という。）としての位
置付けとなっており、産業部⾨、⺠⽣部⾨（家庭・業務）、運輸部⾨、廃棄
物部⾨についての対策⽅針を定めている。

• 本事例の特徴は、総合計画に⽰された施策等を区域施策編に反映するため
の期間を確保するために、区域施策編の策定年度を、総合計画の策定年度
の翌年度とした点である。

• 「多治⾒市第6 次総合計画（後期計画）」（以下「第6 次総合計画」とい
う。）と区域施策編の計画開始年度等の関係は、次表及び次図に⽰すとおり
である。第6 次総合計画は、平成24 年度から平成27 年度までの4 年間を
計画期間とし、区域施策編は、平成25 年度から平成28 年度の4 年間を計
画期間とする計画としている。

• 多治⾒市では、平成28 年度から平成35 年度までの8 年間を計画期間とす
る「第7 次多治⾒市総合計画」（以下「第7 次総合計画」という。）を平成
27 年度に策定した。この総合計画では、市⺠や有識者の意⾒を踏まえて7 
つの政策の柱を設定しており、その7 つの政策の柱の⼀つである「安全・安⼼で
快適に暮らせるまちづくり」において、地球温暖化対策の推進を掲げている。

• 平成29 年3 ⽉現在作成中の「第３次多治⾒市環境基本計画及び地球温
暖化対策実⾏計画（区域施策編）」は、第7 次総合計画で掲げた地球温
暖化対策の推進を具体化するための「個別計画」に位置付けられる。この区域
施策編の計画期間も、平成29 年度から平成36 年度までの8 年間であり、
第6次総合計画と区域施策編の計画期間の関係と同様となっている。

• このように、平成24 年度以降、区域施策編の計画開始年度を上位計画であ
る総合計画の翌年度とし、計画期間をそろえることによって、総合計画に定めら
れた施策等と区域施策編に定めた施策との連携が可能となり、区域施策編の
効果的かつ効率的な運⽤につながっている。

区域施策編策定時期の⼯夫による上位計画（総合計画）との連携

出典:多治⾒市資料を基に作成

表:第6 次総合計画と区域施策編の策定概要

図:総合計画と区域施策編の計画期間の関係

出典:多治⾒市資料を基に作成
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事例番号 16-03-05 事例区分 区域施策編の策定プロセス（体制の検討・構築、対策・施策の⽴案、計画の合
意形成）

団体名 ⻑野県 区分 都道府県 ⼈⼝*1 2,137,666 ⼈

区域施策編名称 ⻑野県環境エネルギー戦略〜第三次 ⻑野県地球温暖化防⽌県⺠計画〜 策定・改定時期 平成25 年改定

*1:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要 2. 特徴
• 本事例は、⻑野県が区域施策編を策定する際に、「企画の場」と「合意形成

の場」を別々に設置し、実効性の⾼い施策の企画⽴案機能の強化と、円滑な
合意形成の実現を図った事例である。

• ⻑野県では、平成25 年の区域施策編の改定に当たって、地球温暖化対策
の推進と区域の経済活動の両⽴（デカップリング）を基本⽬標とすることとした。

• そこで、その基本⽬標の達成に向けた、⽬標値の設定、施策の⽴案とそれらに
関しての確実な合意形成を図るために、次図に⽰すような、企画の場（「地球
温暖化対策専⾨委員会」、「タスクフォース」等）と、合意形成の場（「ステー
クホルダー会議」等）を構築した。

• この結果、⻑野県の実情を踏まえた実践的な⽬標・施策の企画・⽴案や、効
率的な合意形成を進めることができた。

• 本事例の特徴は、以下の（１）、（２）のとおりである。専⾨性が求められる
「企画の場」と多様なステークホルダーとの「合意形成の場」を設置し、企画及び
合意形成の実⾏⼒を⾼めている。

（1）企画の場の構築
• ⼀つ⽬の特徴は、専⾨性が求められる企画の場である「地球温暖化対策専⾨

委員会」の下部組織として、有識者と県職員が議論し、詳細検討を⾏う「タス
クフォース」を設置した点である。各タスクフォースの構成及び開催回数は表 のと
おりである。いくつかの部⾨に分けてタスクフォースを設置し、その部⾨の検討内
容に即した構成としている。

• 区域施策編の企画における直接的な（対⾯の場での）議論は、⼀般的に環
境部局内で⾏われることが多いが、⻑野県では、関係各課の職員、有識者を
含めた横断的な構成としたことによって、関係各課の専⾨的な知⾒を反映した
実践的な施策の検討・⽴案が可能となった。

計画⽴案体制の⼯夫による合理的・効率的な区域施策編⽴案時の合意形成

図:⻑野県環境エネルギー戦略の策定体制

出典:⻑野県「⻑野県環境エネルギー戦略(平成25 年２⽉)」を基に作成

出典:⻑野県「⻑野県環境エネルギー戦略(平成25 年２⽉)」を基に作成

表:タスクフォースの構成と開催回数

63

計画⽴案体制の⼯夫による合理的・効率的な区域施策編⽴案時の合意形成（続き）
（2）合意形成の場の構築
• ⼆つ⽬の特徴は、区域施策編に関する合意形成の場として、表のような⼤規

模なステークホルダー会議（⻑野県温暖化対策ステークホルダー会議）等を
設置した点である。

• ステークホルダー会議では、地球温暖化対策専⾨委員会で検討した施策の⽅
向性や施策の考え⽅に関し、第１回で区域施策編の⽅向性について、第２
回で区域施策編に盛り込む新制度について意⾒聴取を⾏った。

• なお、ステークホルダー会議の中で得られた意⾒については、地球温暖化対策
専⾨委員会で対応を検討した。

出典:⻑野県ウェブサイト「第2 回⻑野県温暖化対策ステークホルダー会議」を基に
作成

表:⻑野県温暖化対策ステークホルダー会議の構成

• 有識者と関係各課の職員で構成するタスクフォースを部⾨別に設置し、タスク
フォースにおける議論の質（専⾨性や実⾏性）を⾼めたことによって、区域施
策編の⽬標設定や施策⽴案等において以下のような成果を得ることできた。ま
た、タスクフォースにおける議論の段階に関係各課が参加したことによって、地球
温暖化対策・施策が他分野の施策に織り込まれるケースが増加した。

 進捗管理指標としての特性（結果の出やすさや、数値の精度等）に
着⽬し、５項⽬の⽬標（温室効果ガス総排出量、最終エネルギー
消費量、最⼤電⼒需要、⾃然エネルギー導⼊量、⾃然エネルギー発
電設備容量）を設定

 基本⽬標から個々の施策・制度に⾄る施策体系の分かりやすい整理
 「事業活動温暖化対策計画書制度」の改正による、事業活動に対す

る地球温暖化対策に向けた働きかけの強化
 「エネルギー供給温暖化対策計画書制度」等の創設による電⼒供給

側への低炭素電⼒に向けた働きかけの強化
• また、区域内の業界団体、各種組合、市⺠団体等のステークホルダーが⼀堂

に会した、透明性の⾼い会議形式（個別に合意形成を図らない形式）で合
意形成を図ることによって、効率的な合意形成を⾏うことができた。

• なお、区域施策編に基づく、各種施策・制度の運⽤に努めた結果、平成27 
年度の低炭素杯において、「ベスト⻑期⽬標賞」の⾃治体部⾨で⼤賞を獲得
した。

3. 成果
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事例番号 16-03-06 事例区分 区域施策編の策定プロセス（体制の検討・構築）

団体名 横浜市（神奈川県） 区分 指定都市 ⼈⼝*1 3,729,357 ⼈

区域施策編名称 横浜市地球温暖化対策実⾏計画 策定・改定時期 平成26 年改定

*1:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴
3. 成果

• 本事例は、横浜市が、全庁的に地球温暖化対策への取組を強⼒に推進する
ために、総合的な企画・調整機能を持つ「温暖化対策統括本部」という市⻑
直下の局相当の統括組織を設置し、横浜市全体における地球温暖化対策の
優位性を⾼めた事例である。

• 「温暖化対策統括本部」は、「横浜市事務分掌条例」によって以下のように位
置付けられ、地球温暖化対策に係る総合的な企画、調整及び推進を⾏う組
織となっている。

• 本事例の特徴は、平成23 年度の組織機構改⾰の⼀環として、環境最先端
都市を⽬指し、地球温暖化対策等を強⼒に推進するため、市⻑直下の局相
当組織として「温暖化対策統括本部」を設置した点である（次図参照）。

• 「温暖化対策統括本部」を局相当の組織として設置したことにより、全庁的に
地球温暖化対策・環境対策の重要さが認識され、関係部局との⼀層の連携
が推進された。

• また、全副市⻑及び全区局統括本部⻑で構成される「温暖化対策区局⻑級
等連絡会議」において、温暖化対策を推進するために全区局統括本部が取り
組む⽅針や対策・施策等が共有され、全庁的な取組が進められるようになった。

地球温暖化対策の推進に関する市⻑直下の統括組織の設置

• 横浜市は、この「温暖化対策統括本部」を設置したことによって、関係部局と
連携しながら、全庁的な地球温暖化対策を実施することが可能となった。

図:横浜市における「温暖化対策統括本部」の位置付け

出典:「横浜市機構図（平成28 年5 ⽉1 ⽇現在）」を基に作成

• これにより、全庁的に地球温暖化対策への取組を強⼒に推進するための総合
的な企画・調整を⾏なえるようになり、関係部局と⼀層の連携を図ることが可
能となった。
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事例番号 16-03-07 事例区分 区域施策編の策定プロセス（体制の検討・構築）

団体名 川崎市（神奈川県） 区分 指定都市 ⼈⼝*1 1,459,768 ⼈

区域施策編名称 川崎市地球温暖化対策推進基本計画
川崎市地球温暖化対策推進実施計画

策定・改定時期 基本計画
：平成22 年策定
実施計画
：平成26 年改定

*1:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴 3. 成果

• 本事例は、川崎市が、市⺠・事業者の区域施策編への関わりを強化するため
に、区域において草の根的な活動に取り組む多様な主体との連携を深めること
によって、区域施策編の推進体制の構築につなげた事例である。

• 川崎市は、区域で実施されている市⺠・事業者による各種の環境保全活動と
の連携を進めてきた。平成20 年には、事業者・市⺠等が⼀体となって持続可
能な社会の実現に取り組む「カーボン・チャレンジ川崎エコ戦略（以下「CC か
わさき」という。）」を実現するための推進機関として、「川崎温暖化対策推進
会議（以下「CC 川崎エコ会議」という。）」が創設された。

• 川崎市は、このような市⺠等との関わりを通じ、市⺠・事業者側からの積極的
かつ継続的な協⼒を得ることを可能としており、その結果として区域施策編に位
置付けられている施策の推進⼒を⾼めている。

• 本事例の特徴は、川崎市が、川崎市内の市⺠団体、事業者、NPO 法⼈、
⼤学等を会員とする「CC川崎エコ会議」との連携・協働によって区域施策編に
盛り込まれた施策を実施する等、市⺠等が積極的かつ継続的に参画する区
域施策編の推進体制を構築している点である。

• 区域施策編（基本計画）に⽰された推進体制は次図に⽰すとおりである。
• 川崎市の多様な主体（市⺠団体、事業者等）による地球温暖化対策の推

進ネットワークの「CC 川崎エコ会議」や、地域住⺠との連携体制である「地球
温暖化対策防⽌活動センター」が、施策の推進役として機能することで、様々
な施策への市⺠や事業者の参画を期待することができる。

• 市⺠団体等が主体的に運営する「CC 川崎エコ会議」との連携・協働により、
市⺠・事業者等への地球温暖化対策の普及が促進され、区域施策編の推進
⼒を⾼められた。

• 川崎市は、「CC 川崎エコ会議」と協働で、市⺠や事業者の節電・省エネ等の
CO2 削減に貢献する優れた取組を表彰し、発信して広げていくための施策、
「スマートライフスタイル⼤賞」を実施している。この「スマートライフスタイル⼤賞」
は毎年度実施しており、第5 回を迎えた平成28 年度には、⼤賞1 団体、優
秀賞3 団体、奨励賞7 団体の表彰を⾏った。こうした取組を発信し、地域に
広げることによって、低炭素・地域循環・⾃然共⽣の各分野を総合的に達成す
る持続可能な社会の実現につなげている。

市⺠活動との⾼度な連携による地球温暖化対策・施策の推進体制の構築「CC 川崎エコ会議」

図:川崎市地球温暖化対策推進基本計画の推進体制

出典:川崎市資料
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事例番号 16-03-08 事例区分 区域施策編の策定プロセス（計画⽬標の設定）

団体名 つくば市（茨城県） 区分 中核市（施⾏時特例
市を含む。）

⼈⼝*1 223,755 ⼈

区域施策編名称 つくば環境スタイルSMILe（つくば市環境モデル都市⾏動計画） 策定・改定時期 平成26 年改定

*1:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

3. 成果

• 本事例は、つくば市が、地球温暖化対策の推進に向けた筑波⼤学（つくば市
内）の提案を受け⽌め、その提案に基づいて構築された組織と連携を図り、区
域内のステークホルダーとの合意形成を⾏いながら、区域施策編を策定した事
例である。

• 「2030 年までにつくば市におけるCO2 排出量50％削減」という削減⽬標が、
平成19 年に設⽴された産官学の連携組織である「つくば３E フォーラム2」に
よって、「つくば３E 宣⾔2007（平成19年12 ⽉）」として提唱された。

• つくば市は、この削減⽬標を踏まえ、区域施策編の⽬標を設定している。また、
「つくば3E フォーラム」は、区域施策編の策定や施策の推進に関わる組織に位
置付けられている。

• このような対応によって、つくば市の研究学園都市としての特性を踏まえた区域
施策編の策定が可能となった。

• 本事例の特徴は、産官学の連携組織の提唱内容と連携組織そのものを区域
施策編の策定に活⽤している点である。詳細は以下の（１）、（２）のとお
りである。

(１) 産官学の連携組織が提唱した⽬標を踏まえた区域施策編の⽬標設定
• ⼀つ⽬の特徴は、「研究学園都市」であるつくば市の産官学の連携組織が提

唱した⽬標を踏まえて、区域施策編の⽬標を設定することによって、区域内の
各主体における⽬標の共有化につながった点である。

(２) 連携組織の区域施策編の施策⽴案への関わり
• ⼆つ⽬の特徴は、連携組織である「つくば３E フォーラム」の区域施策編への

（特に技術⾯でサポートする）関わりを確保している点である。
• つくば市の区域施策編に⽰された将来イメージは次図に⽰すとおりである。つく

ば市はこの将来イメージに⽰されている「Ｓ 」、「Ｍ 」、「Ｉ 」、「Ｌ ｅ 」の４ つ
の統合アプローチの「I 」（Innovation&Technology 最先端技術）の分
野において、「つくば３E フォーラム」からの知⾒を得ながら施策⽴案を⾏ってい
る。また、「つくば３E フォーラム」は、区域施策編において、取組を技術的にサ
ポートする⽴場に位置付けられている。

• ⼤学や研究機関により構成された「つくば3E フォーラム」との連携により、最先
端技術を想定した施策の⽴案、さらには、つくば市の研究学園都市としての特
性を踏まえた区域施策編の策定が可能となった。

• また、合意形成のプロセスにおいて、最先端技術に関する知⾒をステークホル
ダー間で共有することによって、将来を科学的な視点で中⻑期的に⾒渡した区
域施策編の策定が可能となった。

「研究学園都市」の産官学の連携組織を活⽤した区域施策編の策定

図:区域施策編の将来イメージ

出典:つくば環境スタイルSMILe （つくば市環境モデル都市⾏動計画）
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事例番号 16-03-09 事例区分 区域施策編の策定プロセス（計画⽬標の設定）

団体名 埼⽟県 区分 都道府県 ⼈⼝*1 7,323,413 ⼈

区域施策編名称 ストップ温暖化・埼⽟ナビゲーション2050（区域施策編） 策定・改定時期 平成27 年改定

*1:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要 2. 特徴

3. 成果

• 本事例は、埼⽟県が、区域施策編に⽰す将来像の実現に向け、各部⾨にお
ける取組や技術⾰新など段階的に進めながら、2050 年時点で全県的に達
成することを⽬指すものとした事例である。

• 埼⽟県は、「低炭素社会づくり⾏動計画」（平成20 年7 ⽉閣議決定）に⽰
された、温室効果ガス排出量を2050 年までに現状から60〜80％削減すると
いう⽬標を踏まえ、区域施策編の改定では、2020年における埼⽟県の温室
効果ガス排出量（需要側）を2005 年⽐21％削減という⽬標を掲げた。

• このため、埼⽟県は、「くらし」、「まちづくり・地域づくり」、「産業」の３つの視点を
踏まえると同時に、低炭素社会・資源循環型社会・⾃然共⽣社会の3 つが⼀
体化した将来像として、豊かな⾃然環境と⾶躍的な技術⾰新とが融合してい
る「再⽣したみどりと川に彩られた低炭素な⽥園都市の集合体」を設定した。
（次図参照）。

• 本事例の特徴は、区域施策編の将来像（2050 年）に向け、地域総ぐるみ
による地球温暖化対策の推進、県の区域にとどまらない、より広域な地球温暖
化対策の推進の他に、県⺠の意識改⾰・企業の技術や商品開発・ビジネスス
タイルの変⾰を促進する好循環の創出、といった３つの基本的な推進⽅策を
⽰している点である。

• この2050 年の将来像に向けた３つの視点と技術⾰新に関する内容は、表の
とおりである。「くらし」、「まちづくり・地域づくり」、「産業」の3 つの視点で整理し、
それぞれに関係する取組や技術⾰新等の内容を⽰している。技術⾰新の記載
内容は、「HEMS やスマートメーター」、「先進的なITS（⾼度道路交通システ
ム）」等がある。

• 2050 年における⽬指すべき将来像の実現に向けた、県⺠、事業者、環境保
全活動団体などによる地域総ぐるみの温暖化対策の推進、広域的な対策の
推進、県⺠の意識改⾰や企業の技術開発の促進等といった推進⽅策につい
て、県⺠等のステークホルダーからの理解を得ることができた。

技術⾰新と豊かな⾃然環境とが融合した区域施策編の将来像の設定

図:区域施策編における「⽬指すべき将来像」イメージ

出典:埼⽟県「ストップ温暖化・埼⽟ナビゲーション2050（改訂版）」を基に作成

出典:埼⽟県「ストップ温暖化・埼⽟ナビゲーション2050（改訂版）」を基に作成

表:将来像に向けた視点と技術⾰新に関する内容
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事例番号 16-03-10 事例区分 区域施策編の策定プロセス（対策・施策の⽴案）

団体名 神奈川県 区分 都道府県 ⼈⼝*1 9,136,151 ⼈

区域施策編名称 神奈川県地球温暖化対策計画 策定・改定時期 平成28 年改定

*1:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

• 本事例は、神奈川県が、区域施策編の⽬標達成に向けた施策の推進⼒を⾼
めるために、技術や製品の開発促進に向けた施策を位置付けることによって、
地球温暖化対策の推進と地域経済の発展の両⽴を図ることとした事例である。

• 神奈川県の区域施策編では、表に⽰す技術の活⽤を前提とした施策が⽰さ
れている。このような施策の推進⼒を⾼めるためには、施策の前提としている技
術や製品の開発を後押しすることも重要となる。そこで、神奈川県は、地域の
特⾊を⽣かして環境配慮技術の開発・普及を促進し、

• 地球温暖化対策への貢献を⽬指すこととした。

• 本事例の特徴は、区域施策編の基本的な⽅針に技術開発等の促進を位置
付けている点、そして技術開発等の促進に向けた施策を盛り込んでいる点であ
る。それらの詳細は以下の（１）、（２）のとおりである。

（１）基本的な⽅針
• 神奈川県の区域施策編における基本的な⽅針は次図に⽰すとおりである。基

本的な⽅針に「神奈川のチカラを⽣かした取組を推進」を位置付けている。この
⽅針は、神奈川県内の⾼度技術を有する産業集積等のチカラを活かし、環境
配慮技術の開発・普及を促進し、地球温暖化対策への貢献を⽬指すもので
ある。このような⽅針を明確に⽰すことによって、技術開発等に関する施策を企
画・⽴案する重要性を⾼めている。

技術開発等の促進による地球温暖化対策と地域経済の発展の両⽴を図った区域施策編の策定

出典:神奈川県「神奈川県地球温暖化対策計画」を基に作成

表:区域施策編における技術の活⽤を前提とする重点施策

図:「基本的な⽅針」神奈川のチカラを⽣かした取組を推進

出典:神奈川県「神奈川県地球温暖化対策計画」

（２）技術開発の促進に向けた施策
• 神奈川県は、技術開発の促進に向けて、区域施策編に「環境・エネルギー産

業の振興」を部⾨横断的削減対策として位置付け、その施策として、県内企
業のエネルギー関連産業への参⼊促進等を位置付けている。具体的には、エ
ネルギー関連企業の誘致や、エネルギー関連産業の技術開発・製品開発など
を⾏う中⼩企業への⽀援等の施策を⾏うこととしている。
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3. 成果
• 神奈川県の区域施策編は平成28 年に改定したものであり、具体的な成果に

ついては今後検証するものであるが、以下の成果が期待される。
• 区域施策編の基本的な⽅針に技術開発の促進を位置付け、その施策として

技術開発に向けた県内企業等への各種⽀援策を盛り込み、環境・エネルギー
に関する産業や技術を振興することによって、区域内の地域経済の活性化につ
ながること。また、環境・エネルギーに関する新技術の開発・普及を促進すること
で、県内だけでなく、県外、国外での地球温暖化対策への貢献にもつながるこ
とである。

技術開発等の促進による地球温暖化対策と地域経済の発展の両⽴を図った区域施策編の策定（続き）

表:区域施策編における「環境・エネルギー産業の振興」に関する施策

出典:神奈川県「神奈川県地球温暖化対策計画」を基に作成

• このような施策によって、前述した施策の推進⼒を⾼めるとともに、区域内の地
域経済の活性化というコベネフィットが得られる。
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事例番号 16-03-11 事例区分 区域施策編の進捗管理プロセス

団体名 ニセコ町（北海道） 区分 その他の市区町村 ⼈⼝*1 5,056 ⼈

区域施策編名称 ニセコ町地球温暖化対策実⾏計画（区域施策編） 策定・改定時期 平成23 年改定

*1:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

3. 成果

• 本事例は、住⺠参加を「ニセコ町まちづくり基本条例」に規定しているニセコ町
において、区域施策編に定めた施策の進捗状況を住⺠と共有し、住⺠とともに
今後の推進⽅策を検討することによって、住⺠からの意⾒を反映した区域施策
編の進捗管理を実現している事例である。

• ニセコ町では、まちづくりの原則である、「町⺠と⾏政との情報の共有」、「⾏政
の透明化の確保」、「住⺠主体の⾏政の実現」を条⽂化するために、「ニセコ町
まちづくり基本条例」を平成13年4⽉に全国に先駆けて施⾏した。

• 本条例に規定された住⺠参加に関する原則等に基づき、区域施策編の進捗
管理に住⺠が参画することで、住⺠参加による合意形成が図られている。

• 本条例の特徴は以下の（１）と（２）に⽰すように、ニセコ町が「情報共有」
と「住⺠参加」の２⼤原則を条例で規定し、双⽅向のコミュニケーションの場を
活⽤した情報共有や意⾒収集を図ることによって、住⺠からの意⾒を反映した
区域施策編の進捗管理を実現している点である。

（１）「ニセコ町まちづくり基本条例」に規定した「参加原則」
• 「ニセコ町まちづくり基本条例」では、その第２章である「まちづくりの基本原則」

において、「情報共有の原則」、「参加原則」等を以下のように規定している。
特に「参加原則」では、住⺠に対し、町の仕事の企画⽴案のみならず、実施及
び評価についても参加することを保証している。

• 区域施策編策定時からの住⺠との意⾒交換や、進捗管理に関する情報共有
や住⺠参加を推進することにより、区域施策編に⽰す施策に関する住⺠とニセ
コ町との間の相互理解が深まり、施策の推進⼒が⾼まっている。

「情報共有」と「住⺠参加」の⼆⼤原則に基づく区域施策編の推進及び進捗管理

出典:ニセコ町「ニセコ町まちづくり基本条例」を⼀部抜粋

（２）住⺠参加による区域施策編の推進及び進捗管理
• ニセコ町には、まちづくりに関する情報共有と住⺠参加を実現させる場として、

⾏政と住⺠による勉強会である「まちづくり町⺠講座」、住⺠参加で政策の合
意形成をする「まちづくり懇談会」等がある。

• 区域施策編の策定当初は、「まちづくり町⺠講座」や「まちづくり懇談会」を通じ
て、情報交換や意⾒聴取を⾏った。また、区域施策編の進捗状況について、
広報や環境⽩書を通じて定期的に情報発信し、住⺠からの意⾒聴取を⾏うこ
とによって、住⺠との双⽅向型のコミュニケーションによる区域施策編の進捗管
理を実施している。住⺠から⼊⼿した意⾒については、事務局で整理し、必要
に応じて「ニセコ町環境審議会」に報告し、区域施策編の進捗に関する課題と
改善⽅針及び次年度の施策展開を検討する際に役⽴てている。
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事例番号 16-03-12 事例区分 区域施策編の進捗管理プロセス

団体名 横浜市（神奈川県） 区分 指定都市 ⼈⼝*1 3,729,357 ⼈

区域施策編名称 横浜市地球温暖化対策実⾏計画 策定・改定時期 平成26 年改定

*1:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

• 本事例は、横浜市が実施する予算編成に地球温暖化対策・エネルギー対策
の観点を組み込むことを⽬的として、全部局共通の予算調書に「温暖化対策
に関する評価」欄を設定している事例である。

• 横浜市では、全庁的に地球温暖化対策への取組を強⼒に推進するため、予
算編成時に、環境関連部局以外も含む全部局の予算で地球温暖化対策に
関する評価を⾏うこととした。この地球温暖化対策に関する予算調書は、「温
暖化対策統括本部」に提出される。「温暖化対策統括本部」は、関係書類の
記載内容等から、全庁的な地球温暖化対策の関連事業を把握し、取りまとめ
て公表するとともに、区域施策編の進捗管理等に活かしている。

• また、各部局の地球温暖化対策・エネルギー対策に⼤きく寄与すると⾒込まれ
る事業に対して、⼀定の財源を追加する制度を構築し、全庁的な地球温暖
化対策の推進を図っている。

• 本事例の特徴は、全部局共通の予算調書に「温暖化対策に関する評価」の
記載欄を設けている点、そしてその予算調書をもとに、「温暖化対策統括本
部」が各事業の地球温暖化対策に関する状況を把握し、進捗管理に活かして
いる点である。それらの詳細は以下の（１）、（２）のとおりである。

（１）全部局共通の予算調書への「温暖化対策に関する評価」の記載
• 横浜市では、全部局共通の予算調書の⼀つである「事業評価書」に、「温暖

化対策に関する評価」を記載する欄を設けている。この記載欄には、地球温暖
化に対する「緩和策」、「適応策」について、その評価を記載することとしている。

市の予算編成における地球温暖化対策の観点の組み込み

表:「温暖化対策に関する評価」の記⼊例

出典:横浜市ウェブサイト「温暖化対策統括本部 予算概要」

＜地球温暖化に関する「緩和策」＞
• 温室効果ガスの削減・吸収に：①直接的に寄与する、②間接的に寄与する、

③寄与しない
• 寄与する場合の分野（４択）：
①エネルギーの安定供給・⾃⽴化と節電・省エネの推進、
②脱温暖化⾏動の推進、
③温暖化対策に有効な制度の運⽤や仕組みの検討、
④道路・鉄道・まちづくりなどの都市基盤整備
＜地球温暖化に関する「適応策」＞
• 気候変動による環境変化への適応に：①寄与する、②寄与しない
• 寄与する場合の分野（４択）
①猛暑対策、②豪⾬対策、③モニタリング、④その他
• ＜その他の記載事項＞
• 地球温暖化対策に関する評価の判断理由
• 区域施策編との関連（区域施策編対象事業か否か）

（２）各部局の地球温暖化対策関連事業の把握・活⽤と「温暖化対策プラス
事業」
• 横浜市では、「温暖化対策統括本部」が、各部局から提出される「温暖化対

策に関する評価」に記載された内容等から、各部局の地球温暖化対策関連
事業の状況を把握することを可能としている。

• 「温暖化対策に関する評価」には、各部局で実施されている事業と区域施策
編との関連性についても記載されるため、「温暖化対策統括本部」はそれらの
内容をもとに地球温暖化対策関連事業の予算の取りまとめ・公表や、区域施
策編の進捗管理等に活かしている。

• また、横浜市には「温暖化対策プラス事業」という、各部局の地球温暖化対
策・エネルギー対策に⼤きく寄与すると⾒込まれる事業に⼀定の財源を追加す
るという制度がある。各部局の事業提案に基づき、「温暖化対策統括本部」が
選考・調整し、温暖化対策に⼤きく寄与すると⾒込まれる場合に、⼀定の財源
が追加される。
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3. 成果
• 「温暖化対策統括本部」は、各部局から提出される予算調書を基に全庁的な

地球温暖化対策に関する予算と事業の進捗状況を把握することができる。ま
た、「温暖化対策プラス事業」により、地球温暖化対策・エネルギー対策に⼤き
く寄与すると⾒込まれる事業に、⼀定の財源を追加することができ、全部局で
地球温暖化対策の観点を組み込みながら予算事業を検討する仕組みが構築
できた。

• なお、各部局から提出される予算調書の記載内容は、「温暖化対策統括本
部」において、区域施策編の進捗管理等にも活⽤している。

市の予算編成における地球温暖化対策の観点の組み込み（続き）
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事例番号 16-03-13 事例区分 区域施策編の進捗管理プロセス

団体名 川崎市（神奈川県） 区分 指定都市 ⼈⼝*1 1,459,768 ⼈

区域施策編名称 川崎市地球温暖化対策推進基本計画
川崎市地球温暖化対策推進実施計画

策定・改定時期 基本計画：
平成22 年策定
実施計画：
平成25 年改定

*1:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

• 本事例は、川崎市が、地球温暖化対策に関する施策の進捗を客観的に評価
するために、環境施策の進捗指標を設定し、全環境施策共通の点数化による
評価を実施している事例である。

• 川崎市では、「川崎市地球温暖化対策の推進に関する条例」において、区域
施策編の達成状況等に関する、毎年度の審議会への報告と公表が規定され
ており、これに基づいて年次報告書を取りまとめ、公表している。

• さらに、区域施策編の上位計画であり、川崎市の環境⾏政を総合的かつ計画
的に推進するための計画である「川崎市環境基本計画」では、地球温暖化対
策に関する施策を含む、全環境施策共通の指標を⽤いた点数化による評価
⼿法を導⼊している。この評価⼿法を⽤いることにより、全ての環境施策につい
て、統⼀的な基準に基づく客観的な評価が可能となった。

• 本事例の特徴は、区域施策編の上位計画である環境基本計画において、全
環境施策に対する共通の定量的な⼿法を⽤いた施策評価を⾏うことによって、
地球温暖化対策に関する施策を含む環境施策を⼀体的かつ客観的に管理
することを可能としている点である。

• 区域施策編の上位計画である環境基本計画においては、表のとおり、施策の
進捗評価に⽤いる指標が「施策の⽅向」ごとに整理されており、総合的な評価
に⽤いる指標が設定されている。

• また、進捗評価は、「指標評価」、「⽅向評価」、「総合評価」の3 種類となって
いる。それぞれの評価の⽅法は、以下のとおりである。

• 【指標評価】個別の指標の達成状況を、経年的な改善の度合いと⽬標達成
に向けた改善の度合いから評価。

• 【⽅向評価】「総合的な評価」に⽤いる「指標評価」の平均から「施策の⽅向」
の達成状況を評価。

• 【総合評価】環境政策ごとに環境政策の総合的⽬標に対する達成状況を施
策評価の成果分析や他の要因等を含め把握し、総合的かつ定性的に評価。

全環境施策共通の⽅法を⽤いた地球温暖化対策・施策の客観的な進捗評価

表:環境基本計画における施策の進捗評価に⽤いる指標

出典:川崎市「2016 年度版環境基本計画年次報告書」
図:環境政策と総合的⽬標

出典:川崎市「2016 年度版環境基本計画年次報告書」
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• 環境基本計画において、全環境施策に対する定量的な評価を⾏うことによって、
評価者の主観による評価結果の差が⼩さくなり、地球温暖化対策に関する施
策に対する客観的な進捗評価を⾏うことが可能となった。また、全環境施策共
通の評価基準・⼿法を⽤いることから、川崎市の地球温暖化施策の全環境施
策における相対的な状況を関係者間で共有することが可能となった。

全環境施策共通の⽅法を⽤いた地球温暖化対策・施策の客観的な進捗評価（続き）

図:総合的な評価の基準

出典:川崎市「2016 年度版環境基本計画年次報告書」
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事例番号 16-03-14 事例区分 区域施策編の進捗管理プロセス

団体名 ⻑野県 区分 都道府県 ⼈⼝*1 2,137,666 ⼈

区域施策編名称 ⻑野県環境エネルギー戦略〜第三次 ⻑野県地球温暖化防⽌県⺠計画〜 策定・改定時期 平成25 年改定

*1:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

2. 特徴

• 本事例は、地球温暖化対策の推進が、「区域の経済活動を制限する」と捉えら
れかねないという課題に対応するために、⻑野県が、3 年の時間をかけ、環境と経
済のデカップリング（地球温暖化対策の推進と経済成⻑の両⽴）を基本⽬標と
した新しい区域施策編の策定及び条例改正に基づく各種の制度構築を実現させ
た事例である。

• ⻑野県では、平成24 年度に区域施策編（第⼆次計画）が終了すること及び
東⽇本⼤震災に伴う状況の変化が⽣じたことから、新たな区域施策編の策定等
に向けた作業を開始する必要があった。

• そこで、⻑野県では、新しい区域施策編の策定等に向けた作業を区域施策編の
終了年度の前年度（平成23 年度）に開始した。平成23 年度には基本的⽬
標の設定、平成24 年度には新しい区域施策編の策定と新しい施策（事業活
動温暖化対策計画書制度等）の根拠となる条例改定、そして平成25 年度に
新しい施策の詳細（条例細則の整備等）策定等を実施している。

• その結果、県⺠や事業者といった、区域内のステークホルダーからの理解が得られ、
実効性が期待される各種制度の構築を実現させた。

• 本事例の特徴は、⻑野県が、区域施策編に⽰す⽬標や施策に関する意思決定
や合意形成を、丁寧に、段階的に実施し、実効性が期待される各種制度の構築
を最終的に実現させた点である。

• また、エネルギー的な⾃⽴、地域にとっての経済的な利点といった価値に着⽬し、
デカップリングという基本⽬標を設定するに⾄った経緯も特徴的である。

• ⻑野県における区域施策編改定の流れは次図に⽰すとおりである。
• 1 年⽬（平成23 年度）は、これまでの区域施策編に関する評価と課題の把握、

さらに、それらに基づく新たな区域施策編の⽅向性を確⽴した。その過程で、これ
までの区域施策編の課題として、区域施策編が区域の経済活動の拡⼤を制限
するものと捉えられかねないという点が挙げられた。この課題を踏まえて有識者を交
えた議論を⾏い、新しい区域施策編の⽅向性として、デカップリングを基本⽬標と
することとした。

• 2 年⽬（平成24 年度）は、デカップリングを基本⽬標とする区域施策編の策定
と、区域施策編に盛り込んだ各種制度の根拠となる条例改正を、専⾨家との協
議や、ステークホルダーとの調整を図りながら実施し、3 年⽬（平成25 年度）に
各種制度運営に関する規則を策定した。

「地球温暖化対策の推進と経済成⻑の両⽴」を基本⽬標とする区域施策編改定等と条例に基づく各種制度
構築の実現

図:⻑野県における区域施策編改定の流れ

出典:⻑野県へのヒアリング結果を基に作成
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3. 成果
• デカップリングを基本⽬標とする区域施策編の改定を⾏うという⽅向性を⽰し、

「２．特徴」に⽰したような、丁寧な対応を⾏ったことによって、区域施策編の
⽬標や、区域施策編に盛り込んだ各種施策の必要性に対する利害関係者か
らの理解が得られ、通常、事業者等から反発されやすいとされている「事業活
動温暖化対策計画書制度」等の各種制度の条例による規定が実現した。

• なお、条例改正により成⽴した各種制度の概要は以下のようなものである。
 省エネラベルの掲出制度
規則で定める電気機器等を販売する者は、省エネラベルの掲出が必要となる。
 事業活動温暖化対策計画書制度
規則で定める事業者は、「事業活動温暖化対策計画」等の作成、提出、公表が
必要となる。
 建築物環境エネルギー性能検討制度
ほぼ全ての建築物の建築主は、建物の環境エネルギー性能（省エネ性能）の検
討が必要となる。
 ⾃動⾞（新⾞）に関する環境情報の説明
すべての⾃動⾞販売事業者は、当該事項を記載した書⾯の交付その他の適切な
⽅法により説明をする必要がある。

「地球温暖化対策の推進と経済成⻑の両⽴」を基本⽬標とする区域施策編改定等と条例に基づく各種制度
構築の実現（続き）
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事例番号 16-03-15 事例区分 区域施策編の進捗管理プロセス

団体名 名古屋市（愛知県） 区分 指定都市 ⼈⼝*1 2,269,444 ⼈

区域施策編名称 低炭素都市なごや戦略実⾏計画 策定・改定時期 平成23 年策定

*1:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要 2. 特徴

3. 成果

• 本事例は、名古屋市が区域施策編に⽰した「駅そば⽣活」、「⾵⽔緑陰⽣
活」、「低炭素住⽣活」といった、市⺠・事業者・⾏政が共有すべき2050 年の
望ましい将来像の３つの⽅針毎に進捗管理指標を設定し、市⺠及び事業者
との協働（パートナーシップ）のもとに望ましい将来像の実現を⽬指し、区域
施策編の進捗状況の管理を⾏う事例である。

• 区域の温室効果ガス排出量の増減は、地⽅公共団体の取組以外の要因の
影響が⼤きいため、区域施策編の進捗状況を必ずしも的確に反映する指標と
はならない。そのため、名古屋市では区域の将来像を⾒据えた表のような進捗
管理指標を設定することにより、温室効果ガス排出量の推移のみでは把握でき
ない区域施策編の進捗管理を可能とした。

• このような対策・施策の進捗管理を市⺠等とのパートナーシップにより実施する
ことで、進捗状況が低調な指標を特定・共有し、その指標に関係する具体的
な対策・施策を関係者間で検討することが可能となった。

• 本事例の特徴は、区域施策編に⽰された施策と市⺠及び事業者との距離感
を縮めるために、2050年の⽣活や社会の在り様として表現した望ましい将来
像を⾒据えた進捗管理指標を設定し、その指標の推移によって区域施策編の
進捗管理を⾏っている点である。

• 区域施策編を策定した際には、事業者・市⺠で構成される部会の運営やワー
クショップの開催により、ステークホルダーとのコミュニケーションを図った。また、区
域施策編を進捗管理する際には、市⺠、事業者等のステークホルダーに対し
「環境⾸都なごや推進懇談会」で進捗状況を報告し、その内容や今後の⽅向
性について意⾒を聴取するとともに、得られた意⾒をその後の取組に反映してい
る。さらに、「環境⾸都なごや推進懇談会」の開催状況や区域施策編の進捗
状況をウェブサイト等で公開している。これらの進捗管理⼿法を⽤いることによっ
て、区域施策編の進捗管理を確実に実⾏している。これらも本事例の特徴で
ある。

• 将来像を⾒据えた対策・施策の進捗管理指標を設定することにより、区域の
温室効果ガス排出量の推移のみでは把握できない対策・施策の進捗管理が
可能となった。環境部局は、これらの進捗管理指標の状況を確認し、進捗が
滞っていると⾒受けられる場合は、担当部局との調整及び改善⽅法の検討を
協働で⾏っている。

• さらに、市⺠、事業者等のステークホルダー等に対しては「環境⾸都なごや推進
懇談会」、庁内には「環境⾸都づくり推進会議」で区域施策編の進捗状況を
報告するとともに、ウェブサイト等で公開している。このような対策・施策の進捗
管理により、進捗状況が低調な指標を特定・共有し、その指標に関係する具
体的な対策・施策を関係者間で検討することが可能となった。

将来における⽣活・社会の在り様をわかりやすく⽰した指標による対策・施策の進捗管理の実施

表:進捗管理指標

出典:名古屋市「低炭素都市なごや戦略実⾏計画(平成23 年12 ⽉)」を基に作成
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事例番号 16-03-16 事例区分 区域施策編の進捗管理プロセス

団体名 京都市（京都府） 区分 指定都市 ⼈⼝*1 1,419,549 ⼈

区域施策編名称 京都市地球温暖化対策計画＜2011-2020＞ 策定・改定時期 平成29年改定（⾒込み）

*1:住⺠基本台帳に基づく⼈⼝（総計）（平成28 年1 ⽉1 ⽇時点）

1. 概要

定量的な「⾒える化」による進捗管理機能の強化

• 本事例は、京都市が、地球温暖化対策に対する実効性の⾼い施策の推進を
図るために、これまで進めてきた区域施策編の進捗管理のあり⽅を⾒直し、地
球温暖化対策の効果や外部要因の影響等の定量的な「⾒える化」によって進
捗管理機能を強化する事例である。

• これまでは、「削減効果指標」や「低炭素化指標」を⽤いて進捗管理を進めて
きた。削減効果指標の表現例は次図に⽰すようなものであった。

図:削減効果指標の表現例（改定前）

出典:京都市「平成27 年度第2 回地球温暖化対策推進委員会（資料2-1 削
減効果指標の実績）
• 区域施策編の中間⾒直しに当たり、京都市は、温室効果ガス排出量の削減

⽬標の達成に向け、バックキャスティングの考え⽅に基づき、施策を強化する等、
的確かつ具体的な対応を実施することとした。進捗管理については、温室効果
ガス排出量の増減を要因ごとに分解し、地球温暖化対策の効果や外部要因
の影響等を定量的に「⾒える化」する、他都市に類を⾒ない分析を⾏う等、進
⾏管理を強化することとしている。

2. 特徴

• 本事例の特徴は、温室効果ガス排出量の削減⽬標を着実に達成するために、
対策・施策の進捗状況を評価するだけでなく、対策・施策の効果の評価や、温
室効果ガス排出量の増減要因の分析を実施し、部⾨ごとに地球温暖化対策
の成果や外部要因の影響の「⾒える化」を図っている点である。

• 区域施策編の改定後は、これまで計画の進捗管理に活⽤していた「削減効果
指標」を精査し、要因分解⼿法を⽤いた削減量も合わせて、地球温暖化対
策の効果を評価することとしている。区域施策編改定後の増減要因の分析例
は次図に⽰すとおりである。

図:要因分解⼿法による温室効果ガス排出量の評価例

出典:京都市「京都市地球温暖化対策計画〈2011〜2020〉」
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図:要因分解⼿法による温室効果ガス排出量の評価例

出典:要因分解⼿法による温室効果ガス排出量の評価例

3. 成果
• 区域施策編の改定後は、定量的な進捗状況の「⾒える化」による管理によって、

温室効果ガス排出量の削減に直接的に寄与する施策の強化につながることに
なる。

• なお、区域施策編の点検・評価は、改定後も、引き続き、有識者で構成され
る「地球温暖化対策推進委員会」において、専⾨的⾒地から実施する。また、
「地球温暖化対策推進委員会」の下に設置した「地球温暖化対策評価研究
会」において、統計データや市⺠⾏動調査等と、学識者・環境保全活動団体
等の科学的知⾒を結合したうえで、対策成果等の分析や更なる「⾒える化」に
向けた⼿法の研究等を⾏う。


